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１）保護制度の適切な運
用 2 1 0 0 28 2

１ やんばる国立公園の
管理

環境省 自然公園法の運用 ● ● ● ● ● やんばる国立公園
自然公園法に基づき、やんばる国立
公園の適切な保護管理を行う。

○自然公園法の運用 ○自然公園法の運用 ●

１ やんばる国立公園の
管理

環境省 管理運営計画の策定 ● ● ● ● やんばる国立公園
やんばる国立公園管理運営計画の策
定

○管理運営計画の検討（地域部会及び検討会の
実施）

○管理運営計画の検討（地域部会及び検討会の
実施）

●

１ やんばる国立公園の
管理

環境省
国立公園における希少
種等密猟・盗採防止の
ための巡視

● ● ● ● ● やんばる国立公園

林道の巡視を実施することにより、
密猟を防止するとともに、地域住民
への自然保護の意識の普及を狙い、
併せて希少種に係る情報を収集す
る。

○林道の巡視、希少種情報の収集、地域住民へ
の普及啓発を行う。

○林道の巡視、希少種情報の収集、地域住民へ
の普及啓発を行う。

●

１ やんばる国立公園の
管理

琉 球 大 学 与 那
フィールド

通常業務 ● ● ● ● ●
与那フィールド（演習
林・里山研究園）

やんばる国立公園の地種区分に応じ
た利用を徹底する。

○利用者に国立公園地種区分ならびに自然公園
法による規制を周知

○利用者に国立公園地種区分ならびに自然公園
法による規制を周知

●

１ やんばる国立公園の
管理

琉 球 大 学 与 那
フィールド

演習林の管理 ● ● ● ● ●
与那フィールド（演習
林）

国立公園特別保護地区および第1種
特別地域を管理する。

○特別保護地区または第1種特別地域に指定さ
れた区域の利用に関するチェック

○特別保護地区または第1種特別地域に指定さ
れた区域の利用に関するチェック

●

２ やんばる森林生態系
保護地域の管理

林野庁
やんばる森林生態系保
護地域の管理等

● ● ● ● ●
やんばる森林生態系保
護地域

やんばる森林生態系保護地域の管理
と周知

○策定されたやんばる森林生態系保護地域保護
管理計画の内容について、パンフレットを作成
し、関係市町村等へ周知する。特に、利用の
ルールを周知した。
○署ＨＰの改善や看板を設置等して、ルールを
周知した。

○策定されたやんばる森林生態系保護地域保護
管理計画の内容について、パンフレットを作成
し、関係市町村等へ周知する。特に、利用の
ルールを周知する。
○署ＨＰの改善や看板を設置等して、ルールを
周知する。

●

３　鳥獣保護区の管理等 環境省 鳥獣保護管理法の運用 ● ● ● ● ●
国指定やんばる（安
田、安波）鳥獣保護区

ノグチゲラ、ヤンバルクイナ等の希
少鳥獣が生息する森林部において
は、国指定鳥獣保護区が指定管理さ
れている。今後も適切に管理すると
ともに、確実な管理が実施されるよ
う体制を確保する。

○鳥獣保護管理法の運用
○鳥獣保護区管理員による巡視
○鳥獣保護区に隣接する学校と連携した保護活
動

○鳥獣保護管理法の運用
○鳥獣保護区管理員による巡視
○鳥獣保護区に隣接する学校と連携した保護活
動

●

３　鳥獣保護区の管理等
沖縄県（自然保護
課）

鳥獣保護区設定事業 ● ● ● ● ●
沖縄島北部3村全域を含
む沖縄県全域

生物多様性を支える地域を保全する
ため、鳥獣の保護を図るための鳥獣
保護区を指定し、管理を行う。

鳥獣保護区の指定・更新に向けた調査の実施及
び看板の維持管理を行った。

鳥獣保護区の指定・更新に向けた調査の実施及
び看板の維持管理を行う。

●

４ 与那覇岳天然保護区
域の管理等

沖 縄 県 （ 文 化 財
課）

指定文化財管理費国庫
補助事業
（文化財保護管理指導
事業）

● ● ● ● ●
国頭村与那覇岳天然保
護区域

県が委嘱した文化財保護指導委員が
定期的に文化財を巡視し、関係者に
文化財の保護についての必要な指導
助言を行い、文化財保護思想の普及
に努め、その結果を県に報告する。

与那覇岳天然保護区域の巡視を行い、当該天然
記念物の状況等について把握した。

与那覇岳天然保護区域の巡視を行い、当該天然
記念物の状況等について把握する。

●

５ 絶滅のおそれのある
野生動植物の種の保存に
関する法律（種の保存
法）に基づく国内希少野
生動植物種の保護等

環境省

・種の保存法の運用
・国内希少野生動植物
種の識別マニュアル作
成

● ● ● ● ●
沖縄島北部3村全域を含
む沖縄県全域

絶滅のおそれのある野生動植物種を
種の保存法に基づく国内希少野生動
植物種として指定し、国内希少野生
動植物種の保護等を図る。
・国内希少野生動植物種に新規に指
定された種のうち必要なものについ
て、近縁種及び形態的に類似した種
との識別方法を検討、整理し、確実
かつ簡便な識別方法を記載したマ
ニュアルを作成する。

○種の保存法の運用
○国内希少野生動植物種の新規指定の検討、実
施
○新規に国内希少野生動植物種に指定された種
のうち必要なものについて、識別マニュアルを
作成

○種の保存法の運用
○国内希少野生動植物種の新規指定の検討、実
施
○新規に国内希少野生動植物種に指定された種
のうち必要なものについて、識別マニュアルを
作成

●

６ 希少野生動植物保護
条例等の制定

沖縄県（自然保護
課）

沖縄県希少野生動植物
保護条例等の制定

● ● ● ● ●
沖縄島北部3村全域を含
む沖縄県全域

種の保存法により規制されていない
希少野生動植物種のうち、県内にお
いてその種の存続に支障を来す程度
に個体数が著しく少ない種等、及び
外来生物法により規制されていない
外来種のうち、希少野生動植物を取
り巻く生態系に係る被害を及ぼすお
それのある種等について、条例を制
定することにより、希少野生動植物
の保護を強化する。

○令和2年11月1日に条例を全面施行し、指定希
少野生動植物種、指定外来種を指定した。種の
指定後は、県庁内関係各課、関係町村及び県民
等への周知を図った。

○指定希少野生動植物種等のモニタリングを行
い、生息状況の把握に努めるとともに、新たに
種の指定を行う。

●

６ 希少野生動植物保護
条例等の制定

国頭村（世界自然
遺産推進室）

希少野生動植物盗採取
情報収集

● ● ● ● ● 国頭村全域
種の保存法に指定種外の村内におけ
る盗採種の情報収集を行い、条例制
定の検討を行う。

○沖縄県条例対象種を除く盗採・保全すべき種
の情報交換
〇地元住民による村営林道パトロールの試験実
施

○沖縄県条例対象種を除く盗採・保全すべき種
の情報交換
〇地元住民による村営林道パトロールの試験実
施

→ ●

６ 希少野生動植物保護
条例等の制定

大宜味村 ●

事業年度（該当年度に●） 進捗状況の評価（いずれかに●）

沖縄島北部行動計画の事業進捗状況とりまとめ結果（令和３年５月現在）
資料４－１

※R1年度までに「事業完了」したものは別紙に移動。
※R2第１回沖縄島北部部会時点から変更のあった項目を着色して示す。【緑色は進捗状況が変化した項目】【桃色は新たに加わった項目】
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６ 希少野生動植物保護
条例等の制定

東 村 （ 教 育 委 員
会）

東村 ノグチゲラ保護
条例

● ● ● ● ● 東村（特定地域）

文化財保護法及び絶滅のおそれのあ
る野生動植物の種の保存に関する法
律に基づく、国の特別天然記念物で
あり国内希少野生動植物種であるノ
グチゲラの東村における保護に関す
る。

条例に基づき継続して実施することと保護区指
定の実施

条例に基づき継続して実施することと保護区指
定の実施

●

７ 保護増殖事業等の継
続実施

環境省

・ヤンバルクイナ保護
増殖事業
・ヤンバルテナガコガ
ネ保護増殖事業
・ノグチゲラ保護増殖
事業

● ● ● ● ●
沖縄島北部3村全域を含
む沖縄県全域

種の保存法に基づく保護増殖事業の
対象種（ヤンバルクイナ、ヤンバル
テナガコガネ、ノグチゲラ）につい
て、生息状況、生息環境等の把握、
分析、野生復帰の技術開発、密猟防
止のための生息地の監視パトロール
等を行うとともに、個体群の保護・
増殖に努める。
＜やんばる希少野生生物保護増殖検
討会＞

○保護増殖事業の実施
・ヤンバルクイナの域外保護繁殖事業（継続）
・ヤンバルクイナの試験放鳥事業（継続）
・ヤンバルテナガコガネ生息状況把握調査（継
続）
・ノグチゲラ生息状況把握調査（継続）

○保護増殖事業の実施
・ヤンバルクイナの域外保護繁殖事業（継続）
・ヤンバルクイナの試験放鳥事業（継続）
・ヤンバルテナガコガネ生息状況把握調査（継
続）
・ノグチゲラ生息状況把握調査（継続）
・ノグチゲラ普及啓発のためのパンフレットの
全面的改定

●

７ 保護増殖事業等の継
続実施

農林水産省
（林野庁）

希少野生生物保護管理
事業

● ● ● ● ● 沖縄島北部国有林

ヤンバルクイナ、ヤンバルテナガコ
ガネ、ノグチゲラについての生息域
を対象に、定期的かつ継続的な現地
調査を行うことにより生息状況、生
育環境等の把握、分析等を行い、沖
縄島北部国有林の管理・経営に資す
ることとする。

○北部訓練場の一部返還地等において、既存歩
道等での生息確認。確認できた場合には行動、
周囲の状況及び位置情報を記録した。
○死傷個体を発見した場合は、収容又は保護す
る。
○ヤンバルテナガコガネの密猟対策の監視調査
のため、自動撮影カメラを設置した。

○北部訓練場の一部返還地等において、既存歩
道等での生息確認。確認できた場合には行動、
周囲の状況及び位置情報を記録する。
○死傷個体を発見した場合は、収容又は保護す
る。
○ヤンバルテナガコガネの密猟対策の監視調査
のため、自動撮影カメラを設置する。

●

７ 保護増殖事業等の継
続実施

沖縄県（自然保護
課）

野生生物の保全・保護
（生物多様性沖縄ブラ
ンド発信事業）

● ● ● ● ●
沖縄島北部3村全域を含
む沖縄県全域

県内に生息する希少な野生動植物の
保護を図るため次に挙げる事項に取
り組む。
・自然環境保全の指針策定
・「レッドデータおきなわ」の普及
啓発
〈ヤンバルクイナ保護増殖事業WG〉
〈やんばる希少野生生物保護増殖検
討会〉
〈ヤンバルテナガコガネ等密猟防止
協議会〉

○自然環境保全の指針策定に向け、宮古・久米
島６地域、周辺離島７地域を調査した。
○生物多様性保全利用指針OKINAWA（宮古・久
米島編暫定版）を策定した。
○関係機関との情報共有を密にしながら、密猟
防止の対策強化に取り組んだ。

○自然環境保全の指針策定に向け、沖縄島周辺
諸島及び大東諸島９地域を調査する。
○生物多様性保全利用指針OKINAWA（最終版）
を策定する。
○今後も関係機関との情報共有を密にしなが
ら、密猟防止の対策強化に取り組む。

●

７ 保護増殖事業等の継
続実施

国頭村（企画商工
観光課、世界自然
遺産推進室）

ヤンバルクイナの生態
展示による普及啓発

● ● ● ● ● 安田地域

保護増殖事業の一環で、ヤンバルク
イナを展示飼育し、訪問者への生態
等の解説により、保護普及啓発を図
る

○ヤンバルクイナ生態展示施設の運営
○動物取扱業による展示飼育、解説

○ヤンバルクイナ生態展示施設の運営
○動物取扱業による展示飼育、解説

●

７ 保護増殖事業等の継
続実施

国頭村（企画商工
観光課、世界自然
遺産推進室）

クイナ自然の森（ヤン
バルクイナ保護シェル
ター）の活用

● ● ● ● ● 安田地域

保護増殖事業の一環として、ヤンバ
ルクイナの生息域の周囲２㎞をフェ
ンスで囲い、人工飼育個体の繁殖及
び野生復帰訓練及び放鳥・効果検証
の実施＜クイナ自然の森管理運営協
議会＞

〇保護シェルターの施設管理
○人工飼育のヤンバルクイナの繁殖
〇人工飼育のヤンバルクイナの野生復帰訓練

〇保護シェルターの施設管理
○人工飼育のヤンバルクイナの繁殖
〇人工飼育のヤンバルクイナの野生復帰訓練
〇保護シェルターにおける周知看板設置

●

７ 保護増殖事業等の継
続実施

大宜味村 ●

７ 保護増殖事業等の継
続実施

東 村 （ 教 育 委 員
会）

希少野生動物の傷病個
体の救護体制の確保

● ● ● ● ● 東村全域
希少野生動物のケガ等の保護、動物
病院等への搬送

希少野生動物のケガ等の保護、動物病院等への
搬送

希少野生動物のケガ等の保護、動物病院等への
搬送

●

７ 保護増殖事業等の継
続実施

NPO法人どうぶつた
ちの病院沖縄

希少種の飼育下繁殖技
術開発

● ● ● ● ● 沖縄島北部３村全域
絶滅回避を目的として、やんばる地
域に生息する希少種の飼育下におけ
る繁殖技術を開発する

ヤンバルクイナやケナガネズミ、オキナワトゲ
ネズミなどの救護個体の飼育を通じて、飼育下
繁殖に関する知見を収集

ヤンバルクイナやケナガネズミ、オキナワトゲ
ネズミなどの救護個体の飼育を通じて、飼育下
繁殖に関する知見を収集

●

８ 保護増殖事業対象種
以外の希少種の生息・生
育状況の把握と保護の取
組みの検討・実施

環境省

・クロイワトカゲモド
キ生息状況調査
・オキナワマルバネク
ワガタ生息状況調査
・オキナワセッコク・
クニガミトンボソウ分
布調査
・オキナワトゲネズ
ミ、ケナガネズミ生息
情報収集（マングース
防除事業によるモニタ
リング情報及びロード
キル情報の収集）

● ● ● ● ●
沖縄島北部3村全域を含
む沖縄県全域

保護増殖事業対象種以外の希少種
（国指定天然記念物や国内希少野生
動植物種であるケナガネズミ、オキ
ナワトゲネズミ等を含む）につい
て、生息状況、生息・生育環境等の
把握、分析等を行うとともに、必要
に応じて、適切な保護方策を検討
し、実施に努める。

○オキナワセッコク・クニガミトンボソウ、そ
の他希少植物種に関する分布調査
○オキナワトゲネズミ、ケナガネズミ生息情報
収集（マングース防除事業によるモニタリング
情報及びロードキル情報の収集）
○やんばる地域内（北部を重点的に）の希少種
の生息状況についての情報収集
（※１．やんばる国立公園管理における林道の
巡視において実施）

○オキナワセッコク・クニガミトンボソウ、そ
の他希少植物種に関する分布調査
○オキナワトゲネズミ、ケナガネズミ生息情報
収集（マングース防除事業によるモニタリング
情報及びロードキル情報の収集）
○やんばる地域内（北部を重点的に）の希少種
の生息状況についての情報収集
（※１．やんばる国立公園管理における林道の
巡視において実施）

●

８ 保護増殖事業対象種
以外の希少種の生息・生
育状況の把握と保護の取
組みの検討・実施

林野庁 森林保全管理業務等 ● ● ● ● ● 沖縄島北部国有林
定期的巡視や事業を通じて、生息環
境等の把握を行い、必要に応じて情
報提供を行う。

生息環境等の把握を実施した。 生息環境等の把握を実施する。 ●

８ 保護増殖事業対象種
以外の希少種の生息・生
育状況の把握と保護の取
組みの検討・実施

林野庁
希少野生生物保護管理
事業

● ● ● ● 沖縄島北部国有林

オキナワトゲネズミ、ケナガネズミ
についての生息域を対象に、定期的
かつ継続的な現地調査を行うことに
より生息状況、生育環境等の把握、
分析等を行い、沖縄島北部国有林の
管理・経営に資することとする。

○北部訓練場の一部返還地等において、既存歩
道等での生息確認。確認できた場合には行動、
周囲の状況及び位置情報を記録した。
○死傷個体を発見した場合は、収容又は保護す
る。

○北部訓練場の一部返還地等において、既存歩
道等での生息確認。確認できた場合には行動、
周囲の状況及び位置情報を記録する。
○死傷個体を発見した場合は、収容又は保護す
る。

●

８ 保護増殖事業対象種
以外の希少種の生息・生
育状況の把握と保護の取
組みの検討・実施

沖縄県（自然保護
課）

野生生物の保全・保護
（生物多様性沖縄ブラ
ンド発信事業）【再
掲】

● ● ● ● ●
沖縄島北部3村全域を含
む沖縄県全域

県内に生息する希少な野生動植物の
保護を図るため次に挙げる事項に取
り組む。
・自然環境保全の指針策定
・「レッドデータおきなわ」の普及
啓発

○自然環境保全の指針策定に向け、宮古・久米
島６地域、周辺離島７地域を調査した。
○生物多様性保全利用指針OKINAWA（宮古・久
米島編暫定版）を策定した。
○関係機関との情報共有を密にしながら、密猟
防止の対策強化に取り組んだ。

○自然環境保全の指針策定に向け、沖縄島周辺
諸島及び大東諸島９地域を調査する。
○生物多様性保全利用指針OKINAWA（最終版）
を策定する。
○今後も関係機関との情報共有を密にしなが
ら、密猟防止の対策強化に取り組む。

●
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８ 保護増殖事業対象種
以外の希少種の生息・生
育状況の把握と保護の取
組みの検討・実施

沖 縄 県 （ 文 化 財
課）

天然記念物緊急調査事
業

● ● ● ● ●
国頭村、大宜味村、東
村

国指定天然記念物の分布や生態につ
いて調査を行う。

トゲネズミの生態調査事業を継続して実施し
た。

トゲネズミの生態調査事業を継続して実施す
る。

●

８ 保護増殖事業対象種
以外の希少種の生息・生
育状況の把握と保護の取
組みの検討・実施

国頭村（世界自然
遺産推進室）

希少種情報の収集 ● ● ● ●
国頭村の利活用される
地域

必要な保全策検討に向けた、固有種
や希少種などの生息・生育状況の関
係機関との情報交換

〇自然体験フィールドにおけるモニタリングの
必要性及び対象種の検討
〇そのほか利活用を図る場所の希少種情報に関
する関係機関ヒアリング

〇自然体験フィールドにおけるモニタリングの
必要性及び対象種の検討
〇そのほか利活用を図る場所の希少種情報に関
する関係機関ヒアリング

●

８ 保護増殖事業対象種
以外の希少種の生息・生
育状況の把握と保護の取
組みの検討・実施

大宜味村
（地元団体、大宜
味小学校）

喜如嘉野鳥観察
屋古の蝶の研究

● ● ● ● ●
大宜味村喜如嘉地域・
屋古地域

大宜味村喜如嘉地域（土地改良区付
近）における野鳥の観察大宜味村屋
古地域（集落）における「蝶」の研
究として、生息する個体の把握、分
布、データ蓄積統計などについて、
地元団体及び大宜味小学校自然観察
クラブが連携して実施。

引き続き、喜如嘉地域における野鳥観察、屋古
地域における蝶の研究を実施し、研究結果とし
てまとめていく。

引き続き、喜如嘉地域における野鳥観察、屋古
地域における蝶の研究を実施し、研究結果とし
てまとめていく。

●

８ 保護増殖事業対象種
以外の希少種の生息・生
育状況の把握と保護の取
組みの検討・実施

東村 オキナワギク保護活動 ● ● ● ● ● 東村（特定地域）

保護のため年１～２回巡視と影響を
与えるツル性植物の除去作業。博物
館講座として村民向けの観察会を実
施。

保護のため年１～２回巡視と影響を与えるツル
性植物の除去作業。博物館講座として村民向け
の観察会を実施。

保護のため年１～２回巡視と影響を与えるツル
性植物の除去作業。博物館講座として村民向け
の観察会を実施。

●

９ ノグチゲラ保護区の
管理と保護監視員の設置

東 村 （ 教 育 委 員
会）

東村ノグチゲラ保護条
例

● ● ● ● ● 東村全域

東村ノグチゲラ保護条例に基づき、
ノグチゲラ保護区等について保護監
視員を配置し、保護区等の監視やノ
グチゲラの繁殖状態のモニタリング
等を行う。

保護監視員の育成 保護監視員の育成 ●

２）外来種による影響の
排除・低減 2 0 0 0 29 2

１ 侵略的外来種の防除
及び定着・侵入防止の強
化

環境省
ツルヒヨドリ等防除活
動業務

● ● ● ● ●
沖縄島北部3村全域を含
む沖縄県全域

既に定着している侵略的な外来種
（特にツルヒヨドリ）について、侵
入状況等を把握し、特に対策の必要
性が高い種に焦点を絞り、対策を行
う。

○地域と連携したツルヒヨドリの防除作業の実
施
○沖縄島北部３村と隣接する名護市において、
環境省生物多様性保全推進支援事業により市内
のツルヒヨドリ生育箇所を特定、防除実施計画
を策定

○地域と連携したツルヒヨドリの防除作業の実
施

●

１ 侵略的外来種の防除
及び定着・侵入防止の強
化

環境省
外来種侵入状況把握・
対策検討業務

● ● ● ● ●
沖縄島北部3村全域を含
む沖縄県全域

『我が国の生態系等に被害を及ぼす
おそれのある外来種リスト』に掲載
されている種の現地調査や文献等調
査の実施、目撃情報データベースの
構築等。また、定着を予防するため
必要に応じて対策を講じる。

○侵入・定着経緯の推測及び対策の検討
○外来種の侵入状況把握（継続モニタリング）
○外来生物目撃情報データベースの更新
○外来ヘビについて、早期発見・初期防除につ
ながる普及啓発のポスターを作成、SFライン
（塩屋〜福地）以南の隣接地域において目撃情
報のヒアリングを実施

○侵入・定着経緯の推測及び対策の検討
○外来種の侵入状況把握（継続モニタリング）
○外来生物目撃情報データベースの更新
○外来ヘビについて、ポスター等を活用し、情
報収集体制を構築

●

１ 侵略的外来種の防除
及び定着・侵入防止の強
化

林野庁 森林保全管理業務等 ● ● ● ● ● 沖縄島北部国有林
定期的に巡視を行い、生息環境等の
把握を行い、必要に応じて情報提供
を行う。

生息環境等の把握を実施した。 生息環境等の把握を実施する。 ●

１ 侵略的外来種の防除
及び定着・侵入防止の強
化

林野庁 外来種の駆除活動 ● ● ● ● 沖縄島北部国有林

外来種の侵入経路になると考えられ
る沖縄島北部国有林内の歩道等にお
いて、外来種リストに掲載された外
来種を把握したことから、その一部
について、今後の駆除方法等の検討
のため、駆除を実施する。

○調査により把握された外来種については、関
係機関等の協力のもと、その一部の駆除等を実
施した。

○調査により把握された外来種については、関
係機関等の協力のもと、その一部の駆除等を実
施する。

●

１ 侵略的外来種の防除
及び定着・侵入防止の強
化

沖縄県（自然保護
課）

外来種対策事業 ● ● ● ● ●
沖縄島北部3村を含む沖
縄県全域

沖縄本島全域および周辺離島を対象
に、外来種対策を実施していく上
で、県及び市町村がどのように対応
していくか、方向性を示す指針を策
定するとともに、特に在来種への影
響が大きい肉食系の外来生物等を対
象に効率的な捕獲手法を確立する。

○令和元年度に策定した「沖縄県外来種対策行
動計画」に基づき、捕獲対策（グリーアノー
ル、タイワンスジオ、クジャク、ニホンイタ
チ）を実施した。
○主要港湾でヒアリのモニタリング調査やヒア
リの同定に係る講習会を実施した。

○令和元年度に策定した「沖縄県外来種対策行
動計画」に基づき、捕獲対策（グリーアノー
ル、タイワンスジオ、クジャク、ニホンイタ
チ）を実施する。
○また、主要港湾でヒアリのモニタリング調査
やヒアリの同定に係る講習会を実施する。

●

１ 侵略的外来種の防除
及び定着・侵入防止の強
化

国頭村（世界自然
遺産推進室・経済
課）、国頭村森林
組合

侵略的外来種駆除 ● ● ● ● 国頭村 外来種駆除
○村有地でのツルヒヨドリの駆除実施
〇保護の必要性が高く、利活用も図る場所にお
ける外来種駆除実施

○村有地でのツルヒヨドリの駆除実施
〇保護の必要性が高く、利活用も図る場所にお
ける外来種駆除実施

●

１ 侵略的外来種の防除
及び定着・侵入防止の強
化

大宜味村（企画観
光課）

特定外来生物
ツルヒヨドリ防除

● ● ● ● ● 田嘉里地域
田嘉里区において繁殖している、ツ
ルヒヨドリの防除を行う。＜実施主
体未確定＞

引き続き田嘉里区内県管理河川の防除が実施さ
れている。また、田嘉里区内村管理河川の防除
も村により実施。

引き続き田嘉里区内県管理河川の防除が実施さ
れている。また、田嘉里区内村管理河川の防除
も村により実施。

●

１ 侵略的外来種の防除
及び定着・侵入防止の強
化

東 村 （ 教 育 委 員
会）

慶佐次湾のヒルギ林天
然記念物再生事業

● ● ● ● ● 慶佐次地域

河川周辺から赤土等の流入による天
然記念物植生域の陸地化等による外
来生物の侵入、植生分布範囲の拡大
による河川生態系への劣化が懸念さ
れているため、外来生物及び特定外
来生物の分布調査を行い、駆除及び
防除を実施し、今後の適正な維持管
理体制を構築する。

慶佐次湾のヒルギ林に生育する外来植物の伐
採・撤去の実施と調査、今後の計画を踏まえて
継続して外来植物の伐採・撤去の実施。

慶佐次湾のヒルギ林に生育する外来植物の伐
採・撤去の実施と調査、今後の計画を踏まえて
継続して外来植物の伐採・撤去の実施。

●

１ 侵略的外来種の防除
及び定着・侵入防止の強
化

国頭村（世界自然
遺産推進室、企画
商工観光課）
大宜味村
東村

CSR活動による地元団体
と連携した侵略的外来
種の駆除

● ● ● ● ３村全域

侵略的外来種駆除を企業CSR活動に
より地域団体と連携して実施するこ
とにより、対外的にも保全の重要性
をPRする
＜やんばる3村世界自然遺産推進協
議会＞

〇必要な外来種の駆除実施を予定していたが新
型コロナウイルスの影響により未実施

〇必要な外来種の駆除実施 ●
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２ マングース対策の実
施

環境省
沖縄島北部地域マン
グース防除事業

● ● ● ● ● 沖縄島北部3村全域

希少野生動物の捕食等により在来の
生態系に大きな影響を及ぼしている
マングースの捕獲排除を行う。
＜沖縄島北部地域マングース防除事
業検討委員会＞

○マングース防除事業（継続）
○第３期防除計画に基づき、沖縄県と連携し、
2026年度までにSFライン以北からの完全排除を
行う予定
○マングース事業に対する地域住民への普及啓
発

○マングース防除事業（継続）
○第３期防除計画に基づき、沖縄県と連携し、
2026年度までにSFライン以北からの完全排除を
行う予定
○マングース事業に対する地域住民への普及啓
発

●

２ マングース対策の実
施

沖縄県（自然保護
課）

マングース対策事業 ● ● ● ● ● 沖縄島北部3村

環境省と連携し、やんばる地域の貴
重な生態系保護のため、マングース
の捕獲事業を行うとともに、希少種
回復実態調査を行う。
〈沖縄島北部地域マングース防除事
業検討委員会、沖縄県マングース対
策事業検討委員会〉

○第一北上防止柵（塩屋-福地ダム）から第三
北上防止柵（県道14号線沿い）間でマングース
を捕獲した。
○マングース捕獲の効果を確認するため、ヤン
バルクイナ等の希少種回復実態調査を実施し
た。

○第一北上防止柵（塩屋-福地ダム）から第三
北上防止柵（県道14号線沿い）間でマングース
を捕獲する。
○マングース捕獲の効果を確認するため、ヤン
バルクイナ等の希少種回復実態調査を実施す
る。

●

３　野生下のネコの捕獲 環境省 外来哺乳類捕獲業務 ● ● ● ● ● 沖縄島北部3村全域

野生動物の捕食等により在来の生態
系に影響を及ぼしている（及ぼす可
能性のある）野生下のネコの捕獲を
行う。

○効率的な捕獲を行うため、沖縄県と捕獲区域
分担を調整し、希少種生息域での捕獲を実施

○効率的な捕獲を行うため、過年度の結果を踏
まえて沖縄県と捕獲区域等の役割分担を調整、
実施

●

３　野生下のネコの捕獲
沖縄県（自然保護
課）

ノイヌ・ノネコ対策事
業

● ● ● ● ● 沖縄島北部3村

世界自然遺産の候補地となっている
やんばる地域の遺産価値を保全する
ため、希少野生生物の補食被害の脅
威となるノイヌ・ノネコへの対応を
行う。
＜ノイヌ・ノネコ対策検討委員会＞
＜やんばる地区犬猫対策協議会＞

やんばる３村の森林域においてノネコのモニタ
リング、捕獲・排除を実施した。

引き続き、やんばる３村の森林域においてノネ
コのモニタリング、捕獲・排除を実施する。

●

４ ネコの愛護及び管理
に関する条例の徹底

環境省
やんばる地域における
ネコ等の適正飼養推進
業務

● ● ● ● 沖縄島北部3村全域

ネコ問題及び集落周辺での対策の重
要性を周知することで条例の普及を
促進し、ノネコによる野生生物被害
の軽減を図る

○センター展示や講演等による適正飼養の啓発
○外来哺乳類調査等業務による地域住民への周
知

○センター展示や講演等による適正飼養の啓発
○外来哺乳類調査等業務による地域住民への周
知

●

４ ネコの愛護及び管理
に関する条例の徹底

国頭村（世界自然
遺産推進室、福祉
課）

ネコの適正飼養周知活
動

● ● ● ● ● 国頭村全域
ネコ条例による適正飼養の周知、普
及啓発活動を実施

○飼い猫の適正飼養の普及啓発
〇ノネコ・ノラネコ発生を防ぐ飼い猫の避妊去
勢及びマイクロチップの埋め込み無償化事業実
施
〇飼い猫の鈴着用の推進

○飼い猫の適正飼養の普及啓発
〇ノネコ・ノラネコ発生を防ぐ飼い猫の避妊去
勢及びマイクロチップの埋め込み無償化事業実
施
〇飼い猫の鈴着用の推進

●

４ ネコの愛護及び管理
に関する条例の徹底

大宜味村
ネコの愛護及び飼養に
関する周知

● ● ● ● 大宜味村全域
ネコの愛護及びネコ条例による適正
飼養の周知

チラシ配布や広報を実施予定 チラシ配布や広報を実施予定 ●

４ ネコの愛護及び管理
に関する条例の徹底

東 村 （ 建 設 環 境
課）

ネコの愛護及び管理に
関する周知

● ● ● ● ● 東村全域 ネコの愛護及び管理に関する周知
前年度に引き続き広報紙や防災無線等による広
報を実施する。

前年度に引き続き広報紙や防災無線等による広
報を実施する。

●

４ ネコの愛護及び管理
に関する条例の徹底

NPO法人どうぶつた
ちの病院沖縄

イヌおよびネコの対策 ● ● ● ● ● 沖縄島北部３村全域
やんばる地域の飼い猫の適正飼育を
推進するため、関係機関との連携や
関係条例の改正に協力する

ノイヌ及びノネコの目撃情報を収集・整理し、
関係機関へ情報提供を行う。3村の猫条例改正
を支援する。

ノイヌ及びノネコの目撃情報を収集・整理し、
関係機関へ情報提供を行う。3村の猫条例改正
を支援する。

●

５ 所有者のいないネ
コ・イヌの保護収容・譲
渡施設の整備・運営

沖縄県（動物愛護
管理センター）

動物愛護管理センター
運営(費)
動物適正飼養推進事業
犬捕獲抑留事業

● ● ● ● ●

本島全域
本島北部３村
(国頭村、大宜味村、東
村)含む。

北部３村（国頭村、大宜味村、東
村）と共働し、集落での徘徊犬の捕
獲収容及び犬猫多頭飼育者等に対す
る適正飼養の指導助言を行う。
所有者のいない犬・猫について、３
村からの依頼により、収容受入、飼
養、譲渡先への引き渡し等を実施す
る体制・設備を整備、適切に実施す
る。
＜やんばる地区犬猫対策協議会＞

北部３村において捕獲収容された徘徊犬や所有
者のいない猫について、３村からの依頼に基づ
き収容、飼養保管、処分等（譲渡又は殺処分）
を適切に実施した。

○沖縄島北部３村と共働し、集落等での徘徊犬
(野犬含む)の捕獲収容及び犬猫多頭飼育者等に
対する適正飼養の指導助言を行う。
○所有者のいない犬・猫について、北部３村か
らの依頼により、収容、飼養保管、処分等（譲
渡又は殺処分）を適切に実施する。

●

５ 所有者のいないネ
コ・イヌの保護収容・譲
渡施設の整備・運営

沖縄県（自然保護
課）

ノイヌ・ノネコ対策事
業

● ● ● ● ● 沖縄島北部３村

世界自然遺産の候補地となっている
やんばる地域の遺産価値を保全する
ため、希少野生生物の補食被害の脅
威となるノイヌ・ノネコへの対応を
行う。
＜ノイヌ・ノネコ対策検討委員会＞
＜やんばる地区犬猫対策協議会＞

○やんばる３村の森林域においてノイヌ及びノ
ネコのモニタリング、捕獲・排除を実施した。
○ノネコについては、収容情報を周知し、新た
な飼い主への譲渡を推進した。

○やんばる３村の森林域においてノイヌ及びノ
ネコのモニタリング、捕獲・排除を実施する。
○ノネコについては、収容情報を周知し、新た
な飼い主への譲渡を推進する。

●

５ 所有者のいないネ
コ・イヌの保護収容・譲
渡施設の整備・運営

国頭村（世界自然
遺産推進室、福祉
課）

環境保全美化推進事業 ● ● ● ● ● 国頭村全域
村条例に基づく所有者のいないネ
コ・イヌの保護収容、譲渡活動の実
施

○集落内の所有者のいないネコの保護収容、愛
護団体と連携した新たな飼い主への譲渡推進及
び普及啓発
〇所有者不明ネコの目撃情報収集強化（村民へ
の周知強化）
〇区長と連携した集中捕獲期間の設定など保護
収容の運用強化

○集落内の所有者のいないネコの保護収容、愛
護団体と連携した新たな飼い主への譲渡推進及
び普及啓発
〇所有者不明ネコの目撃情報収集強化（村民へ
の周知強化）

●

５ 所有者のいないネ
コ・イヌの保護収容・譲
渡施設の整備・運営

大宜味村（建設環
境課）

環境保全・美化推進事
業

● ● ● ● 大宜味村全域
地域住民や観光客の安全確保及び野
生生物（天然記念物等）の保護を図
るため野良犬・野良猫の保護実施

野良犬・野良猫の保護を実施予定 野良犬・野良猫の保護を実施予定 ●

５ 所有者のいないネ
コ・イヌの保護収容・譲
渡施設の整備・運営

東 村 （ 建 設 環 境
課）

ネコ・イヌの保護収容 ● ● ● ● ● 東村全域 ネコ・イヌの保護収容
所有者のいないネコ・イヌを保護収容および新
たな飼い主の募集を行う。

所有者のいないネコ・イヌを保護収容および新
たな飼い主の募集を行う。

●

６　飼い犬条例の徹底
国頭村（世界自然
遺産推進室、福祉
課）

イヌの適正飼養周知活
動

● ● ● ● ● 国頭村全域
飼いイヌ条例による適正飼養の周
知、普及啓発活動を実施

○飼い犬の適正飼養の普及啓発
○飼い犬への狂犬病予防注射の実施
〇係留されていないイヌの目撃情報の把握と適
正飼養の指導

○飼い犬の適正飼養の普及啓発
○飼い犬への狂犬病予防注射の実施
〇係留されていないイヌの目撃情報の把握と適
正飼養の指導

●

６　飼い犬条例の徹底
大宜味村（建設環
境課）

飼い犬の飼養に関する
周知

● ● ● ● ● 大宜味村全域 飼養に関する周知 チラシ配布や防災無線による広報を実施予定 チラシ配布や防災無線による広報を実施予定 ●

６　飼い犬条例の徹底
東 村 （ 建 設 環 境
課）

飼い犬の飼養に関する
周知

● ● ● ● ● 東村全域 飼養に関する周知
前年度に引き続き広報誌や防災無線等による広
報を実施する。

前年度に引き続き広報誌や防災無線等による広
報を実施する。

●
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６　飼い犬条例の徹底
NPO法人どうぶつた
ちの病院沖縄

イヌおよびネコの対策 ● ● ● ● ● 沖縄島北部３村全域
やんばる地域の飼い犬の適正飼育を
推進するため、関係機関との連携や
関係条例の改正に協力する

ノイヌ及びノネコの目撃情報を収集・整理し、
関係機関へ情報提供を行う。3村の飼い犬条例
改正を支援する。

ノイヌ及びノネコの目撃情報を収集・整理し、
関係機関へ情報提供を行う。3村の飼い犬条例
改正を支援する。

●

７ 愛玩動物の放逐防止
対策の強化

沖縄県（自然保護
課）

動物適正飼養普及啓発
事業

● ● ● ● ●
沖縄島北部3村全域を含
む沖縄県全域

動物愛護管理法に基づき、適正飼養
の普及啓発等を行う

県全域を対象として、犬猫適正飼養及び犬猫遺
棄防止に係る普及啓発（ポスター・リーフレッ
トの作成、配布、テレビ・ラジオＣＭ、犬猫迷
子札の配布、出前授業等）を実施した。

県全域を対象として、犬猫適正飼養及び犬猫遺
棄防止に係る普及啓発（ポスター・リーフレッ
トの作成、配布、テレビ・ラジオＣＭ、犬猫迷
子札の配布、出前授業等）を実施する。

●

７ 愛玩動物の放逐防止
対策の強化

国頭村（世界自然
遺産推進室、福祉
課）

捨て猫・捨てイヌ防止
対策

● ● ● ● ● 国頭村全域
遺棄されたネコ・イヌが野生化し、
希少種の捕食被害を防止するため遺
棄防止対策により普及啓発を図る

○普及効果の高い時期・場所にて、横断幕によ
る啓発促進
〇目撃情報の収集・把握強化

○普及効果の高い時期・場所にて、横断幕によ
る啓発促進
〇目撃情報の収集・把握強化

●

７ 愛玩動物の放逐防止
対策の強化

大宜味村 ●

７ 愛玩動物の放逐防止
対策の強化

東村 ●

３）希少種への人為的影
響の防止 1 0 0 0 18 2

１ 希少野生動物の交通
事故等の対策強化

環境省

・ロードキル発生防止
に関する連絡会議開催
・ストップ！ロードキ
ル運動の実施

● ● ● ● ● 沖縄島北部3村全域

希少野生動物の交通事故発生リスク
が高い場所の周知、標識の設置、チ
ラシ配布やロードキル発生防止キャ
ンペーン実施等による普及啓発によ
り事故の発生を減少させる。
＜ロードキル発生防止に関する連絡
会議＞

○事故情報のデータベース化
○三村役場や地域拠点施設の協力による事故情
報の共有
○事故が起きやすい地点での看板設置（日本
語、英語）
○観光拠点施設（道の駅等）やレンタカー会社
の協力によるチラシ等の配布（日本語、英語、
中国語（簡体・繁体））

○事故情報のデータベース化
○三村役場や地域拠点施設の協力による事故情
報の共有
○事故が起きやすい地点での看板設置（日本
語、英語）
○観光拠点施設（道の駅等）やレンタカー会社
の協力によるチラシ等の配布（日本語、英語、
中国語（簡体・繁体））
○業界団体を通じた安全運転（スピードダウ
ン）の呼びかけ

●

１ 希少野生動物の交通
事故等の対策強化

国頭村（世界自然
遺産推進室）

ロードキル防止対策業
務

● ● ● ● ● 重点区間

車利用の多い全観光拠点施設におけ
る注意喚起徹底に向け、ヤンバルク
イナ等のロードキル防止にかかる普
及啓発

〇チラシ配布、事故情報に関する周知ポスター
の庁舎貼出し等によるロードキル防止の普及啓
発

〇チラシ配布、事故情報に関する周知ポスター
の庁舎貼出し等によるロードキル防止の普及啓
発

●

１ 希少野生動物の交通
事故等の対策強化

東 村 （ 教 育 委 員
会）

ロードキル防止対策事
業

● ● ● ● ● 東村

・東村立山と水の生活博物館にて
ロードキル防止チラシ配布と注意喚
起の映像を放映。
・ロードキル防止用道路標識の設置

・東村立山と水の生活博物館にてロードキル防
止のチラシ配布と注意喚起の映像を放映、パネ
ル展示の常設

・東村立山と水の生活博物館にてロードキル防
止のチラシ配布と注意喚起の映像を放映、パネ
ル展示の常設

●

１ 希少野生動物の交通
事故等の対策強化

林野庁 森林保全管理業務等 ● ● ● ● ● 沖縄島北部国有林

ヤンバルクイナ交通事故防止キャン
ペーンに参加し、本キャンペーンを
通じて、やんばるにおける安全運転
の注意喚起を行う。

○森と湖に親しむ旬間の取組みである各市町村
で行われるダム祭りにおいて、保護林著パンフ
レットを作成し、希少種が生息していることの
周知を図る予定であったが新型コロナの影響に
より2年度は開催できなかった。

○森と湖に親しむ旬間の取組みである各市町村
で行われるダムまつりにおいて、保護林著パン
フレットを作成し、希少種が生息していること
の周知を図る。

●

１ 希少野生動物の交通
事故等の対策強化

沖縄県（自然保護
課）

野生生物の保全・保護
（生物多様性沖縄ブラ
ンド発信事業）【再
掲】

● ● ● ● ●
沖縄島北部3村全域を含
む沖縄県全域

県内に生息する希少な野生動植物の
保護を図るため次に挙げる事項に取
り組む。
・自然環境保全の指針策定
・「レッドデータおきなわ」の普及
啓発
〈ヤンバルクイナ保護増殖事業WG〉
〈やんばる希少野生生物保護増殖検
討会〉

自然保護、道路管理等に関係する機関と連携を
とり、北部地域を訪れる行楽者や地域住民に、
野生動物の交通事故防止のための安全運転につ
いて注意喚起を行った。

自然保護、道路管理等に関係する機関と連携を
とり、北部地域を訪れる行楽者や地域住民に、
野生動物の交通事故防止のための安全運転につ
いて注意喚起を行う。

●

１ 希少野生動物の交通
事故等の対策強化

NPOやんばる地域活
性ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ、国頭
村（世界自然遺産
推進室）

クイナ型看板設置 ● ● ● ● 国頭村全域
ロードキル防止のクイナ型看板設
置、交通事故防止呼びかけ

〇クイナ型看板の維持補修 〇クイナ型看板の維持補修 ●

１ 希少野生動物の交通
事故等の対策強化

大宜味村 ●

２ 希少野生動物の傷病
個体の救護体制の確保

環境省
希少野生動物の傷病個
体の救護事業

● ● ● ● ● 沖縄島北部3村全域

沖縄島北部の希少野生動物の傷病個
体を救護し、野生復帰を図るととも
に、傷病・死亡要因について究明す
る。

○他機関、NPOとの連携による傷病救護、傷
病・死因要因の解析及び解析結果に基づく対策
の提案

○他機関、NPOとの連携による傷病救護、傷
病・死因要因の解析及び解析結果に基づく対策
の提案

●

２ 希少野生動物の傷病
個体の救護体制の確保

沖縄県（自然保護
課）

傷病鳥獣救護委託事業 ● ● ● ● ●
沖縄島北部3村全域を含
む沖縄県全域

鳥獣保護活動の一環として、傷病野
生鳥獣の救護を実施する

傷病野生鳥獣の救護を行った。 傷病野生鳥獣の救護を行う。 ●

２ 希少野生動物の傷病
個体の救護体制の確保

NPO法人どうぶつた
ちの病院沖縄

野生動物の傷病救護・
死因検索

● ● ● ● ● 沖縄島北部３村全域

沖縄島北部地域において発生する野
生動物の傷病救護活動を実施。救護
原因や死因の究明から対策の立案し
提言をおこなう。

ヤンバルクイナ、ノグチゲラ、ケナガネズミ等
の希少種の救護活動及び死因検索を実施する。
これら結果について関係機関との情報共有を図
り、対策を提言する

ヤンバルクイナ、ノグチゲラ、ケナガネズミ等
の希少種の救護活動及び死因検索を実施する。
これら結果について関係機関との情報共有を図
り、対策を提言する

●

３ 希少野生動植物の密
猟・盗採防止対策と強化

環境省
国立公園における希少
種等密猟・盗採防止の
ための巡視

● ● ● ● ●
沖縄島北部3村全域の林
道

核心的な森林へアプローチする林道
を中心として、野生動植物の密猟・
盗採防止のためのパトロールを実施
する。市町村や地元団体、警察な
ど、様々な主体と連携しながら取り
組む。

○林道調査の実施
・林道パトロール（継続）

○林道調査の実施
・林道パトロール（継続）

●

３ 希少野生動植物の密
猟・盗採防止対策と強化

環境省
国立公園における希少
種等密猟防止のための
関係機関との連携

● ● ● ● ● 沖縄島北部3村全域

希少野生動植物の密猟を防止するた
め、関係機関との情報共有のための
会議を開催する。また、関係機関と
の合同パトロールも実施する。
＜ヤンバルテナガコガネ等密猟防止
協議会＞

○関係機関との合同パトロールの実施（会議は
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中
止）

○関係機関との合同パトロールの実施 ●
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３ 希少野生動植物の密
猟・盗採防止対策と強化

林野庁 森林保全管理業務等 ● ● ● ● ● 沖縄島北部国有林

定期的に巡視を行い、許可・無許可
により入林している者に対して確
認・注意を行い密猟・盗採の防止を
図る。
また、ヤンバルテナガコガネについ
ては、関係機関と密猟防止の夜間パ
トロールを行い、その防止を図る。

○届出により入林している者については、届出
等の確認、及び無届者については、届出のルー
ルを説明した。
○ヤンバルテナガコガネ密猟防止については、
関係機関と夜間パトロールを行い密猟防止の啓
蒙活動を実施した。
○密猟防止対策の検討を進めるため、試行的に
自動撮影カメラを設置。
○届出や密猟防止対策等のため、巡視の実施、
看板を設置等して記録・指導・周知した。

○届出により入林している者については、届出
等の確認、及び無届者については、届出のルー
ルを説明する。
○ヤンバルテナガコガネ密猟防止については、
関係機関と夜間パトロールを行い密猟防止の啓
蒙活動を実施する。
○密猟防止対策の検討を進めるため、試行的に
自動撮影カメラを設置。
○届出や密猟防止対策等のため、巡視の実施、
看板を設置等して記録・指導・周知する。

●

３ 希少野生動植物の密
猟・盗採防止対策と強化

沖縄県（自然保護
課）

野生生物の保全・保護
（生物多様性沖縄ブラ
ンド発信事業）【再
掲】

● ● ● ● ●
沖縄島北部3村全域を含
む沖縄県全域

県内に生息する希少な野生動植物の
保護を図るため次に挙げる事項に取
り組む。
・自然環境保全の指針策定
・「レッドデータおきなわ」の普及
啓発
〈やんばる希少野生生物保護増殖検
討会〉
〈ヤンバルテナガコガネ等密猟防止
協議会〉

○自然環境保全の指針策定に向け、宮古・久米
島６地域、周辺離島７地域を調査した。
○生物多様性保全利用指針OKINAWA（宮古・久
米島編暫定版）を策定した。
○関係機関との情報共有を密にしながら、密猟
防止の対策強化に取り組んだ。

○自然環境保全の指針策定に向け、沖縄島周辺
諸島及び大東諸島９地域を調査する。
○生物多様性保全利用指針OKINAWA（最終版）
を策定する。
○今後も関係機関との情報共有を密にしなが
ら、密猟防止の対策強化に取り組む。

●

３ 希少野生動植物の密
猟・盗採防止対策と強化

沖縄県（自然保護
課）

希少野生生物密猟・盗
採防止対策

● ● ● ● ● 沖縄島北部

希少野生生物の密猟・盗採防止強化
のため、森林内パトロール、林道夜
間通行止めの実証実験等を実施す
る。

○国頭村の森林内における密猟盗採防止に係る
パトロールを実施した。
○国頭村及び大宜味村内の林道夜間通行止め実
証実験を実施した。
○密猟者の摘発を目的とする合同パトロールを
警察等と連携して実施した。

○国頭村の森林内における密猟盗採防止に係る
パトロール事業を実施する。
○国頭村及び大宜味村内の林道夜間通行止め実
証実験を実施する。
○密猟者の摘発を目的とする合同パトロールを
警察等と連携して実施する。

●

３ 希少野生動植物の密
猟・盗採防止対策と強化

国頭村（世界自然
遺産推進室、経済
課）

村営林道の夜間通行規
制及び巡視

● ● ● ● ● 国頭村営林道
希少種の密猟・盗採防止のため、村
営林道の夜間通行規制及び巡視を実
施

○国頭村林道管理要領による夜間通行規制及び
夜間パトロールの実施
○通行許可基準の改善・強化
〇カメラ設置等による夜間パトロールの強化手
法検討

○国頭村林道管理要領による夜間通行規制及び
夜間パトロールの実施
○通行許可基準の改善・強化
〇カメラ設置等による夜間パトロールの強化手
法検討

●

３ 希少野生動植物の密
猟・盗採防止対策と強化

大宜味村
密猟・盗採防止パト
ロールの実施

● ● ● 大宜味村
希少野生動植物の密猟・盗採防止パ
トロールを実施する。

密猟・盗採防止パトロールの実施 密猟・盗採防止パトロールの実施 ●

３ 希少野生動植物の密
猟・盗採防止対策と強化

東 村 （ 教 育 委 員
会）

希少野生動植物の密
猟・盗採防止

● ● ● ● ● 東村
希少野生動植物の密猟・盗採防止パ
トロール

○ノグチゲラ保護監視員による希少野生動植物
の密猟・盗採防止パトロールの実施。博物館に
てポスターの掲示。

○ノグチゲラ保護監視員による希少野生動植物
の密猟・盗採防止パトロールの実施。博物館に
てポスターの掲示。

●

３ 希少野生動植物の密
猟・盗採防止対策と強化

琉 球 大 学 与 那
フィールド

林道の巡視 ● ● ● ● ●
与那フィールド（演習
林・里山研究園）

与那フィールドの内部や外周で定期
的に林道の巡視を実施し、密猟や盗
採を予防する。

○不審車両等の情報の記録
○無断入山者への注意指導

○不審車両等の情報の記録
○無断入山者への注意指導

●

４）緩衝地帯等における
産業との調和 2 1 0 0 17 2

１ やんばる型森林業の
推進

国頭村（経済課）
国頭村森林組合

村有林立木売買に伴う
伐採作業

● ● ● ● ● 国頭村全域
立木売買に伴う伐採作業の実施にあ
たり、「やんばる型森林業の推進」
施策方針を参考に実施している

○伐採面積の制限（5ha未満）
○伐採時期の制限（3～6月の伐採回避）
○自然環境に配慮した適切な伐採箇所、範囲、
手法の設定
〇木育の推進による循環型林業の周知及び啓発

○伐採面積の制限（1か所5ha未満）
○伐採時期の制限（3～6月の伐採回避）
○自然環境に配慮した適切な伐採箇所、範囲、
手法の設定
〇木育の推進による循環型林業の周知及び啓発

●

１ やんばる型森林業の
推進

東 村 （ 農 林 水 産
課）

森林環境保全事業 ● ● ● ● ● 慶佐次地域

適切な森林施業が確実に行われる仕
組みを整えることにより林業生産活
動等が継続的に実施される仕組みを
作り上げることを目指しています。
（対象樹木　クヌギ）

保育（下刈り） 保育（下刈り） ●

１ やんばる型森林業の
推進

琉 球 大 学 与 那
フィールド

種苗生産・実験的植栽 ● ● ● ● ●
与那フィールド（演習
林・里山研究園）

今後やんばる地域で造林樹種として
期待される樹種の苗木生産や、実験
的な植栽に取り組む。

○有用樹の実験的植栽
○有用樹の苗木生産
○人工林の管理指針づくりに向けた調査研究の
継続

○有用樹の実験的植栽
○有用樹の苗木生産
○人工林の管理指針づくりに向けた調査研究の
継続

●

２ 野生鳥獣の保護管理
及び地域社会との共存

沖縄県（自然保護
課）

鳥獣保護思想に係る普
及啓発

● ● ● ● ●
沖縄島北部3村全域を含
む沖縄県全域

愛鳥週間等を通して鳥獣保護思想の
普及啓発を図る。

県内各地の愛鳥週間関連行事をとりまとめて情
報発信を行った。また、児童生徒を対象にポス
ターコンクールを実施した。

県内各地の愛鳥週間関連行事をとりまとめて情
報発信を行うとともに、児童生徒を対象にポス
ターコンクールを実施する。

●

２ 野生鳥獣の保護管理
及び地域社会との共存

沖縄県（営農支援
課）

鳥獣被害防止総合対策
事業

● ● ● ● ● 本島北部を含む県全域

鳥獣による農作物被害を軽減させる
ため、営農的対策として講演会等に
よる被害防止対策技術の普及、有害
鳥獣の捕獲や被害防止施設等の整備
を行う。
＜沖縄本島北部地区野生鳥獣被害対
策協議会＞
＜国頭村有害鳥獣対策協議会＞
＜大宜味村鳥獣被害防止対策協議会
＞

以下のことに取り組んだ。
○広域的な追い払い活動の実施、銃器、捕獲箱
等による有害鳥獣の捕獲
○防鳥ネット施設、侵入防止柵の整備
○鳥獣被害軽減実証展示圃の設置

引き続き、以下のことに取り組む。
○広域的な追い払い活動の実施、銃器、捕獲箱
等による有害鳥獣の捕獲
○防鳥ネット施設、侵入防止柵の整備
○鳥獣被害軽減実証展示圃の設置、鳥獣被害対
策講習会の開催

●

２ 野生鳥獣の保護管理
及び地域社会との共存

国頭村（経済課） カラスの駆除対策 ● ● ● ● ● 国頭村全域
カラスによるかんきつ類などの農業
被害及び希少種への被害に伴い、地
域社会と鳥獣との棲み分けを図る

○カラスによる農業被害に伴う駆除実施及び希
少種被害に伴う駆除手法検討

○カラスによる農業被害に伴う駆除実施及び希
少種被害に伴う駆除手法検討

●

２ 野生鳥獣の保護管理
及び地域社会との共存

大宜味村（産業振
興課）

鳥獣被害防止総合支援
事業

● ● ● ● ● 大宜味村全域

近年鳥獣による農作物への被害が深
刻化しており、それに伴う農家の営
農意欲の低下、耕作放棄地の増加を
防ぐ。

有害鳥獣捕獲、侵入防止柵設置 有害鳥獣捕獲、侵入防止柵設置 ●
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２ 野生鳥獣の保護管理
及び地域社会との共存

東 村 （ 農 林 水 産
課）

有害鳥獣被害防止事業 ● ● ● ● ● 東村全域
有害鳥獣による農作物被害を防ぐた
め、有害鳥獣の捕獲や、被害防止施
設等の整備を行う。

・銃器、捕獲箱等による有害鳥獣の捕獲。
・鳥獣被害施設の資材費への補助金を交付す
る。
・鳥獣害対策実証展示圃の設置。

・銃器、捕獲箱等による有害鳥獣の捕獲。
・鳥獣被害施設の資材費への補助金を交付す
る。
・鳥獣害対策実証展示圃の設置。

●

３ 自然共生型農業の推
進

沖縄県 ― ●

３ 自然共生型農業の推
進

国頭村（経済課、
教育課等）
ＪＡ国頭

自然共生型農業の推奨 ● ● ● ● ● 国頭村全域
土づくり等の環境負担を軽減する持
続的な自然共存型農業を推奨し、農
作物の付加価値向上を図る。

○病害虫等防除に必要な薬剤を基準以下に抑え
るため、土壌検診を推奨し、分析結果に基づ
き、土づくり指導及び講習会を実施
〇特別天然記念物ノグチゲラによる柑橘類への
食害と、保護網への羅網によるノグチゲラの滅
失防止対策調査結果の情報整理と報告書の作成

○病害虫等防除に必要な薬剤を基準以下に抑え
るため、土壌検診を推奨し、分析結果に基づ
き、土づくり指導及び講習会を実施
〇ノグチゲラ食害対策報告書の配布と農家への
情報共有

●

３ 自然共生型農業の推
進

大宜味村 ●

３ 自然共生型農業の推
進

東 村 （ 農 林 水 産
課）

土づくり推進事業 ● ● ● ● ● 東村全域
持続可能な農業を推進するため土づ
くり推進事業として有機質肥料の購
入に対し50％の補助を行っている

・土づくり推進事業として有機質肥料の購入に
対し50％の補助を行う。

・土づくり推進事業として有機質肥料の購入に
対し50％の補助を行う。

●

４ 赤土等流出防止対策
の推進

沖縄県（環境保全
課）

赤土等流出防止対策推
進事業

● ● ● ● ●
沖縄島北部３村全域を
含む沖縄県全域

○沖縄県赤土等流出防止条例の運用
に関すること。
＜沖縄県赤土等流出防止対策協議会
＞

○事業行為届出書・通知書の審査を実施し適宜
立入調査や行政指導を実施した。
○沖縄県赤土等流出防止対策基本計画、沖縄県
赤土等流出防止対策行動計画に基づき、関係部
局と連携しながら、流出の抑制に努めた。

○事業行為届出書・通知書の審査を実施し適宜
立入調査や行政指導を実施する。
○沖縄県赤土等流出防止対策基本計画、沖縄県
赤土等流出防止対策行動計画に基づき、関係部
局と連携しながら、流出の抑制に努める。

●

４ 赤土等流出防止対策
の推進

沖縄県（環境保全
課）

赤土等流出防止海域モ
ニタリング事業

● ● ● ● (●)
沖縄島北部３村全域を
含む沖縄県全域

○赤土等流出防止条例等の効果の検
証のため、海域における赤土等の堆
積状況をモニタリングする。

○県内28海域のモニタリング調査を実施した。
（沖縄島北部３村では、３海域を対象）

○県内76海域のモニタリング調査を実施する予
定。（沖縄島北部３村では、13海域を対象）

●

４ 赤土等流出防止対策
の推進

沖縄県（環境保全
課）

赤土等流出防止活動支
援事業

● ● ● ● (●)
沖縄島北部３村全域を
含む沖縄県全域

○赤土等流出防止活動を行う団体を
支援する。
○赤土等流出防止に係る環境教育を
実施する。

○３団体に補助金を交付し、啓発活動４件、流
出源対策７件を実施した。また、委託業務にお
いては、11回の環境教育を実施及び環境教育啓
発ツールを作成した。

○NPO等の団体に補助金を交付し、啓発活動や
流出源対策を４件実施する予定。また、委託業
務においては、11回の環境教育を実施する予
定。

●

４ 赤土等流出防止対策
の推進

沖縄県（営農支援
課）

赤土等流出防止営農対
策促進事業

● ● ● ● ●
大宜味村、東村を含む
県内10市町村

赤土等流出の８割を占める農地から
の赤土等流出防止対策を促進するた
め、対策を支援する企業・サポー
ター等と地域協議会を繋ぐ農業環境
コーディネーターの活動を支援する
とともに、地域協議会の対策資金や
労働力を確保するための手法を確立
し、持続的な赤土等流出防止体制の
構築を図る。
＜大宜味村赤土等流出防止対策協議
会＞
＜東村赤土等流出防止対策地域協議
会＞

以下のことに取り組んだ。
○赤土等流出防止対策に取り組んでいる地域協
議会の活動を支援する。
○赤土等流出防止活動に関する普及啓発活動を
実施する。
○赤土等流出防止営農対策に係る試験研究を実
施する。

引き続き、以下のことに取り組む。
○赤土等流出防止対策に取り組んでいる地域協
議会の活動を支援する。
○赤土等流出防止活動に関する普及啓発活動を
実施する。
○赤土等流出防止営農対策に係る試験研究を実
施する。

●

４ 赤土等流出防止対策
の推進

大宜味村（産業振
興課）

赤土等流出防止営農対
策促進事業

● ● ● ● ● 大宜味村全域
・赤土等流出源の８割を占める農地
からの流出防止対策を促進する。

・グリーンベルト設置、緑肥・マルチ資材交
付、心土破砕、普及啓発

・グリーンベルト設置、緑肥・マルチ資材交
付、心土破砕、普及啓発

●

４ 赤土等流出防止対策
の推進

東 村 （ 建 設 環 境
課）

沖縄の自然環境保全に
配慮した農業活性化支
援事業

● ● ● ● ● 東村全域

赤土等流出防止対策を支援する団体
及び農家と地域協議会を繋ぐ環境
コーディネーターを育成し、赤土流
出防止効果の高いマルチ事業やグ
リーンベルトの増殖・植え付け体制
を構築し営農的対策の促進を図る。
（東村赤土等流出防止対策地域協議
会）

・マルチング（マルチシート配付等）
・グリーンベルト（ベチバー植え付け）
・緑肥（畑面植生）

・マルチング（マルチシート配付等）
・グリーンベルト（ベチバー植え付け）
・緑肥（畑面植生）

●

４ 赤土等流出防止対策
の推進

国頭村（建設課、
福祉課）

対象事業行為の確認、
パトロールの実施

● ● ● ● ● 国頭村全域

県条例の規定に基づく対象事業行為
に対し、環境保全を施し、自然環境
の保全を図る
＜村事業執行担当者会議＞

○対象事業行為（切土、盛土、床掘）の届出
○豪雨時等におけるパトロール

○対象事業行為（切土、盛土、床掘）の届出
○豪雨時等におけるパトロール

●

４ 赤土等流出防止対策
の推進

大宜味村（産業振
興課）

水質保全対策事業 ● ● 大宜味村全域 赤土流出防止対策のハード整備 県事業として要望中 県事業として要望中 ●

５）適切な観光管理の実
現 2 0 0 3 32 23

１ 沖縄島北部における
持続的観光マスタープラ
ンによる持続的観光の推
進

国頭村（企画商工
観光課、世界自然
遺産推進室、教育
課）

（ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：方針１）
地域資源に関する村民
向け普及啓発事業

● ● ● 国頭村

村民が地域の価値を知ることで、地
元に誇りと関心をもってもらうた
め、自然、くらし、文化等に関する
普及啓発活動を実施する

〇地産地消推進レシピブック、歌碑めぐり魅力
ブック等の制作及び村民配布
○村内文化財の周知・広報の強化(くんじゃん
なび第3号作成）

〇地産地消推進レシピブック、歌碑めぐり魅力
ブック等の配布
〇くんじゃんなびの配布

→ ●

１ 沖縄島北部における
持続的観光マスタープラ
ンによる持続的観光の推
進

沖縄県（自然保護
課）

（ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：方針２）
世界自然遺産地域振興
モデル事業

● ● 沖縄島北部３村
世界自然遺産ブランドを沖縄島北部
３村の特産物に付与するブランド発
信方法を検討する

○世界自然遺産地域振興モデル事業推進協議会
を設立した。
○世界自然遺産登録地を活用した第１～３次産
業の付加価値、認知度を向上させることで、
「環境、社会、経済」の活性化及び持続可能な
発展の両立を目指すための地域振興モデルの構
築に取り組んだ。

○特産品を活用した「やんばるギフト」を開発
し、試験販売等を実施する。
○農産物等を活用した食の開発する。
○アストロツーリズム（星空ツーリズム）の造
成取り組み及び関係者への理解醸成。
○環境学習プログラム構築する。
○ブランディングを目的としたロゴを制作し、
商標登録する。
○SNS等を活用し、普及啓発する。

→ ●
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１ 沖縄島北部における
持続的観光マスタープラ
ンによる持続的観光の推
進

東 村 （ 農 林 水 産
課）

（ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：方針２）
東村の「地域ブラン
ド」に係る取組と戦略
検討及び知財利活用の
可能性の検討

● ● ● ● 東村

東村の特産品であるゴールドバレル
パインの商標登録を行うとともに、
「世界遺産」地域で育てたという付
加価値を付与するための検討を行う
＜東村ゴールドバレル研究会・東村
ゴールドバレルブランド育成協議会
＞

〇東村ゴールドバレルブランド育成協議会の活
動を推進する。

〇東村ゴールドバレルブランド育成協議会の活
動を推進する。

●

１ 沖縄島北部における
持続的観光マスタープラ
ンによる持続的観光の推
進

沖縄県（自然保護
課）・国頭村観光
協会

（ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：方針４）
国頭村における遺産周
辺地域計画誘導モデル
事業

● ● 国頭村
○周辺部での文化、歴史、第一次産
業等の資源を活用した観光メニュー
の検討・実施

○次年度以降の事業実施に向け、事業計画を策
定した。
○既存メニューの磨きあげによる周辺地域への
誘導
○集落の活用・連携等による新たな魅力の提供
による周辺地域への誘導

○SDGsを取り入れた民泊体験の商品化
○森林セラピーを活用した滞在型観光プランの
構築
○村内海岸や海の保全利用のための商品開発に
向けた検討

→ ●

１ 沖縄島北部における
持続的観光マスタープラ
ンによる持続的観光の推
進

沖縄県（自然保護
課）・大宜味村観
光協会

（ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：方針４）
大宜味村における遺産
周辺地域計画誘導モデ
ル事業

● ● ● 大宜味村

○世界自然遺産の入口施設としての
情報発信の方策検討及び施設を訪れ
る観光客の計画的誘導の検討・実施
○大宜味村「地域学」の推進（持続
可能な観光の視点から地域資源への
理解を深める）

○観光資源情報（身近な自然情報）の収集と発
信方法の検討
○持続的観光の推進に向けた人材育成・組織強
化のための内部勉強会の定期的な開催
○「塩屋湾のウンガミ」の持続的な観光への利
用の視点から魅力の見直し及び観光活用に向け
た検討

○３村を対象とした観光資源情報の収集と発信
○共同売店の再設定と地域活性化と周遊を促す
ツールの開発と試行
○内部勉強会の定期開催
○大宜味「地域学」の推進

→ ●

１ 沖縄島北部における
持続的観光マスタープラ
ンによる持続的観光の推
進

沖縄県（自然保護
課）・東村観光推
進協議会

（ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：方針４）
東村における遺産周辺
地域計画誘導モデル事
業

● ● ● 東村

○特定の自然観光資源の利用集中を
避け、利用分散を図るためのツアー
商品開発
○村内の観光資源に係る情報整理を
行う

○拠点施設における遺産周辺管理地域への誘導
を図る効果的な情報発信。
○3村内の周辺施設、観光資源との連携等によ
る周辺地域への周遊メニュー開発
○観光客のニーズ調査の実施
○持続的観光の推進に向けた人材育成・地域組
織体制構築

○３村内の観光拠点施設の周遊、利用促進を目
指したデジタルスタンプラリーの実施
○観光客のニーズを把握するためのアンケート
調査の追加調査の実施
○マングローブ遊歩道自然散策モニターツアー
の実施

→ ●

１ 沖縄島北部における
持続的観光マスタープラ
ンによる持続的観光の推
進

沖縄県（自然保護
課）
国頭村観光協会
大宜味村観光協会
東村観光推進協議
会

（ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ：方針５）
遺産周辺地域計画誘導
モデル事業

● ● 沖縄島北部３村

周辺地域計画誘導及び推薦地来訪者
管理の担い手育成、自立可能な組織
運営能力の強化、３村連携の強化支
援を行う。

○３村それぞれの実情に沿った人材育成・組織
強化。
○「３村観光協会連携ミーティング」の実施

○３村それぞれの実情に沿った人材育成・組織
強化。
○「３村観光協会連携ミーティング」の実施

→ ●

２ 体験・滞在・交流に
よる観光スタイルの確立

沖縄県 ― ●

２ 体験・滞在・交流に
よる観光スタイルの確立

国頭村（企画商工
観光課）
観光協会ほか民間
団体

民泊等受入事業 ● ● ● ● ● 国頭村全域
農村と都市との関わり、自然との変
わり等、環境教育をメインとした体
験プログラムを提供

○農業体験
○文化体験
○交流体験
○イベントへの参加による普及啓発

○農業体験
○文化体験
○交流体験
○イベントへの参加による普及啓発
〇電気バスの運行による環境保全と普及啓発

●

２ 体験・滞在・交流に
よる観光スタイルの確立

ユナムンダクマ協
議会、謝敷区

集落散策事業 ● ● ● ● ●
与那地域、
謝敷区

民泊・集落散策を受入、体験滞在、
交流型観光振興を図る
農村と都市との関わり等、体験プロ
グラムを提供

○集落散策
○文化体験
○交流体験

○集落散策
○文化体験
○交流体験

●

２ 体験・滞在・交流に
よる観光スタイルの確立

国頭村（企画商工
観光課）大宜味村
（企画観光課）東
村（企画観光課）
国頭村観光協会、
おおぎみまるごと
ツーリズム協会、
東村観光推進協議
会

やんばる交流推進連絡
協議会

● ● ● ● ● 沖縄島北部３村

都心部からの交流を推進することに
より３村の地域活性化を図るため、
特産品のPR活動、観光に関する事業
等を行う
＜やんばる交流推進連絡協議会＞

民泊の受入、県内外へのイベント参加を予定し
ていたが、新型コロナウイルスの影響により中
止

民泊の受入、県内外へのイベント参加 ●

２ 体験・滞在・交流に
よる観光スタイルの確立

東 村 （ 企 画 観 光
課）
東村観光推進協議
会

東村第２次観光振興計
画の推進

● ● ● ● ● 東村全域

・「ひと・むら・自然が共生する
未来に輝く農村をめざして」を
キャッチフレーズに、エコツーリズ
ム・グリーンツーリズム（農家民
泊）・ブルーツーリズム等の地域資
源を活用した持続可能な事業の推進
を図る。
・世界自然遺産登録を想定して、新
たな方向性の設定、施策の基本方向
などを「東村第２次観光振興計画」
のなかで位置づけた。

・民泊
・福地ダムを使ったエコツーリズムの商品化
（現地踏査、モニターツアーの実施）

・民泊
・福地ダムを使ったエコツーリズムの商品化
（現地踏査、モニターツアーの実施）

●

２ 体験・滞在・交流に
よる観光スタイルの確立

東村観光推進協議
会

東村観光推進協議会戦
略会議

● ● ● ● ● 東村

限られた財源や人員等の経営資源の
重点化・効率化を図り、将来のビ
ジョンを見据えて協議会運営を戦略
的に推進するため、東村観光推進協
議会戦略会議を設置した。
＜東村観光推進協議会＞

東村観光推進協議会戦略会議の開催 東村観光推進協議会戦略会議の開催 ●
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３ 森林ツーリズムの推
進体制の構築

国頭村（世界自然
遺産推進室・企画
商工観光課）

国頭村エコツーリズム
推進事業

● ● ● 国頭村

村内の自然体験フィールドの持続可
能な観光に向け、必要に応じて、利
用ルールやガイド認証制度を策定す
る

○共通ルール、フィールドルール及び各フィー
ルドにおけるモニタリング手法の普及
○ガイド登録・認定のためのテキスト改善及び
講習会のリモート化検討
○ホームページを活用した認証ガイドの紹介、
観光客に向けたルール等の普及啓発
〇ガイド制度の運用継続及び、国頭村における
条例制定
○3村での共通利用ルールの策定が難しいこと
で3村それぞれでその場所に特化した利用ルー
ルなどを策定

○観光客に向けたルール等の普及啓発
○3村での共通利用ルールの策定が難しいこと
で3村それぞれでその場所に特化した利用ルー
ルなどを策定

●

３ 森林ツーリズムの推
進体制の構築

大宜味村（企画観
光課）

大宜味村エコツーリズ
ム推進業務

● ● ● ● ● 大宜味村
大宜味村内においてエコツーリズム
を推進することを目的として業務委
託をおこなう。

○大宜味村内においてエコツーリズムを推進す
ることを目的として業務委託をおこなってい
る。

○大宜味村内においてエコツーリズムを推進す
ることを目的として業務委託をおこなってい
る。

●

３ 森林ツーリズムの推
進体制の構築

東 村 （ 企 画 観 光
課）
東村観光推進協議
会

東村エコツーリズム体
制構築業務

● ● ● ● ● 東村 東村エコツーリズム検討会議 ○ガイド制度や利用ルールの運用のための検討 ○ガイド制度や利用ルールの運用のための検討 ●

４ フィールドの適切な
利用コントロールの実施
及び利用ルールの設定・
遵守

環境省 ●

４ フィールドの適切な
利用コントロールの実施
及び利用ルールの設定・
遵守

沖縄県（森林管理
課）

県営林道の利用状況調
査

● ● ● ● ● 沖縄島北部3村

適切な利用のコントロールを行うた
め、県営林道の利用状況調査を実施
し、世界自然遺産登録前後での利用
状況について把握する。

前年度から継続して、通行量の増加が見込まれ
る期間を中心に、主要な県営林道における通行
量調査を実施した。

前年度から継続して、通行量の増加が見込まれ
る期間を中心に、主要な県営林道における通行
量調査を実施する。

●

４ フィールドの適切な
利用コントロールの実施
及び利用ルールの設定・
遵守

沖縄県（自然保護
課）

事業者間による保全利
用協定締結の促進事業

● ● ● ● ●
沖縄島北部3村全域を含
む沖縄県全域

適正な環境保全と利用に関する
ルールとしての保全利用協定の締結
の推進。

保全利用協定について県HPなどを活用して普及
啓発を図るとともに、同協定に係る申請などに
関して適切に支援（助言など）を行った（申請
２件、１件認定）

保全利用協定について県HPなどを活用して普及
啓発を図るとともに、同協定に係る申請などに
関して適切に支援（助言など）を行う。

●

４ フィールドの適切な
利用コントロールの実施
及び利用ルールの設定・
遵守

沖縄県（自然保護
課）

伊部岳地区保全利用協
定(やんばるエコツーリ
ズム研究所）

● ● ● ● ● 安田地域

環境保全型自然体験活動を行う事業
者の適正な保全と利用を自主的に策
定、沖縄県と利用協定を締結し、普
及啓発を図る

同地区における保全利用協定の更新申請（R2.9
からR4.8まで有効）があり、県知事認定を行っ
た。

保全利用制度に則り、協定内容を遵守するとと
もに、フィールド観察を実施し、県に報告する
よう求める。

●

４ フィールドの適切な
利用コントロールの実施
及び利用ルールの設定・
遵守

国頭村（経済課、
世界自然遺産推進
室）

村営林道の夜間通行規
制

● ● ● ● ● 国頭村営林道
希少種の密猟・盗採防止のため、村
営林道の夜間通行規制を実施

○国頭村林道管理要領による夜間通行規制及び
夜間パトロールの実施
○通行許可基準の改善・強化

○国頭村林道管理要領による夜間通行規制及び
夜間パトロールの実施
○通行許可基準の改善・強化
〇カメラ設置等による夜間パトロールの強化

●

４ フィールドの適切な
利用コントロールの実施
及び利用ルールの設定・
遵守

国頭村（企画商工
観光課、世界自然
遺産推進室）

国頭らしい景観形成事
業

● ● ● ● ● 国頭村全域

良好な自然景観の保全と良好な集落
景観の保全・促進のため、豊かな
“自然”だけではなく“歴史・文
化”及び“くらし”を含めた国頭ら
しい景観を保全する。

○景観条例の施行
○景観計画及び景観ガイドラインに関する住民
周知（建築物や工作物等について景観に配慮し
た高さや色彩の採用を周知徹底、国頭らしい景
観の形成に対する理解醸成）

○景観条例の施行
○景観計画及び景観ガイドラインに関する住民
周知（建築物や工作物等について景観に配慮し
た高さや色彩の採用を周知徹底、国頭らしい景
観の形成に対する理解醸成）

●

４ フィールドの適切な
利用コントロールの実施
及び利用ルールの設定・
遵守

国頭村（世界自然
遺産推進室・企画
商工観光課）、大
宜味村（企画観光
課）、東村（企画
観光課）

やんばる３村ルール
ブックの作成及び適切
な利用に係る普及啓発

● ● ● ● ● 沖縄島北部3村

世界自然遺産登録に向けて、３村利
用者の受け入れ体制を強化するた
め、ルールブックを作成し、普及啓
発を図ることで、適切な利用を促進
する。＜３村世界自然遺産推進協議
会＞

○やんばる３村ルールブックの簡易版作成によ
る普及啓発の強化
○村民の問題意識の収集及びルールブックの内
容改善（海の利用ルールを含めて検討）

○やんばる3村ルールブックの簡易版による普
及啓発の強化
○村民の問題意識の収集及びルールブックの内
容改善（海の利用ルールを含めて検討）

●

４ フィールドの適切な
利用コントロールの実施
及び利用ルールの設定・
遵守

東 村 （ 企 画 観 光
課）
東村観光推進協議
会

東村観光推進協議会組
織強化事業

● ● ● ● ● 東村
慶佐次湾のヒルギ林周辺環境への負
担軽減を図るため、観光利用ルール
などを位置づけた。

○慶佐次湾の利用ルールの運用とその改善に向
けた検討

○慶佐次湾の利用ルールの運用とその改善に向
けた検討

●

５ 利用の質の向上に向
けた取組の強化

環境省
（管理運営計画の策
定・再掲）

● ● ● ● やんばる国立公園
やんばる国立公園管理運営計画の策
定

○管理運営計画の検討 ○管理運営計画の検討 ●

５ 利用の質の向上に向
けた取組の強化

環境省 夜間利用ルールの策定 ● ● やんばる国立公園
やんばる国立公園内の夜間の利用方
針及びルールの策定

○夜間の利用（コンテンツ）及びルールの検討 ○夜間の利用（コンテンツ）及びルールの検討 → ●

５ 利用の質の向上に向
けた取組の強化

沖縄県（観光振興
課）

エコツーリズム推進プ
ラットフォーム事業

● ● ● 県全域
持続可能な観光を推進するため、市
町村における観光地マネジメントに
資する取組を実施する。

〇市町村における観光地マネジメントを促進す
るため、その基礎となる現状を把握・整理する
ための調査を実施した。
〇地域DMOや観光関連観光関連事業者を対象と
した持続可能な観光について考えるフォーラム
を開催した。

〇令和２年度に実施した、市町村における持続
可能な観光に関する調査を基に、詳細調査を行
い、地域における課題の解決に向けた協議会等
を開催する。

●

５ 利用の質の向上に向
けた取組の強化

国頭村（世界自然
遺産推進室・企画
商工観光課）

国頭村エコツーリズム
推進事業【再掲】

● ● ● 国頭村

村内の自然体験フィールドの持続可
能な観光に向け、必要に応じて、利
用ルールやガイド認証制度を策定す
る

○共通ルール、フィールドルール及び各フィー
ルドにおけるモニタリング手法の普及
○ガイド登録・認定のためのテキスト改善及び
講習会のリモート化検討
○ホームページを活用した認証ガイドの紹介、
観光客に向けたルール等の普及啓発
〇ガイド制度の運用継続及び、国頭村における
条例制定・検討

○国頭村ではやんばる3村世界自然遺産推進協
議会において認定及び登録を行っていたガイド
の移行や周知
○昨年度制作したホームページの情報更新
○公認ガイドのリモートでの講習会の実施
〇国頭村公認ガイド利用推進条例の運用

●
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５ 利用の質の向上に向
けた取組の強化

大宜味村（企画観
光課）

大宜味村エコツーリズ
ム推進全体構想の策
定・認定

● ● ● ● ● 大宜味村全域

大宜味村では来訪者の受入体制が十
分とはいえない。
本村らしいエコツーリズムを早期に
構築するためにも、ガイド養成は急
ぐべき課題である。このため、大宜
味村エコツーリズム全体構想を定め
これに沿った環境保全型観光振興の
推進をおこなう。
＜大宜味村生物多様性センター運営
協議会＞

全体構想の認定に向けた調整を行う 全体構想の認定に向けた調整を行う ●

５ 利用の質の向上に向
けた取組の強化

東 村 （ 企 画 観 光
課）
東村観光推進協議
会

東村エコツーリズム体
制構築業務【再掲】

● ● ● ● ● 東村 東村エコツーリズム検討会議 ○ガイド制度や利用ルールの運用のための検討 ○ガイド制度や利用ルールの運用のための検討 ●

６ 施設整備による適正
利用の推進

環境省
やんばる国立公園直轄
事業に係る検討

● ● ● ● ● 沖縄島北部3村全域
風致を維持する必要性の高い地域に
おける直轄事業に係る基本計画を策
定

○事業化に向け、地元と調整を実施
○直轄予定エリアにおける自然環境調査を実施

○事業化に向け、地元と調整を実施
○直轄予定エリアにおける自然環境調査を実施

●

６ 施設整備による適正
利用の推進

環境省
やんばる国立公園にお
ける多言語化の推進

● ● ● やんばる国立公園
やんばる国立公園の多言語解説の充
実

○整備箇所及び解説内容について検討 ○整備実施 ●

６ 施設整備による適正
利用の推進

環 境 省 、 沖 縄 県
（自然保護課）、
国頭村（世界自然
遺産推進室）、大
宜味村（企画観光
課）、東村（企画
観光課）

やんばる野生生物保護
センター「ウフギー自
然館」の管理運営業務

● ● ● ● ● 沖縄島北部3村全域

やんばるの自然環境の保全と活用の
両立、地域振興を目指し、自然体験
活動等を実施
＜やんばる自然体験活動推進協議会
＞

○展示内容の拡充
○自然体験活動（講演会、観察会等）
○ガイドや施設の担当者、民泊向けの研修
○広報誌の発行
○普及啓発物の頒布
○ALLやんばる学びのまちプロジェクトを通し
た他機関との連携

○展示内容の拡充
○自然体験活動（講演会、観察会等）
○ガイドや施設の担当者、民泊向けの研修
○広報誌の発行
○普及啓発物の頒布
○ALLやんばる学びのまちプロジェクトを通し
た他機関との連携

●

６ 施設整備による適正
利用の推進

国頭村（企画商工
観光課）、大宜味
村、東村

観光主要施設の多言語
化の推進

● ● ●
やんばる国立公園及び
周辺地域

３村内の主要な利用施設のうち、国
立公園内に位置する、又は国立公園
等について紹介する場所において、
各種解説看板の多言語化を推進す
る。
＜各村、やんばる３村世界自然遺産
推進協議会＞

○沖縄島北部３村内の利用拠点施設における多
言語看板及び誘導看板の整備＜環境省補助事業
及び観光主要施設の誘導看板の整備＜内閣府補
助事業＞

○沖縄島北部３村内の利用拠点施設における多
言語看板及び誘導看板の整備＜環境省補助事業
及び観光主要施設の誘導看板の整備＜内閣府補
助事業＞

●

６ 施設整備による適正
利用の推進

国頭村（企画商工
観光課、世界自然
遺産推進室）
NPOやんばる地域活
性ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰNPOど
うぶつたちの病院
沖縄

ヤンバルクイナ生態展
示学習施設（くいなの
森）の管理運営業務

● ● ● ● ● 安田地域
来訪者向けにヤンバルクイナの生態
展示による保護普及啓発を図る

○NPO法人の指定管理による生態の解説及び保
護普及啓発
○展示個体の飼育管理
〇解説看板の多言語化

○NPO法人の指定管理による生態の解説及び保
護普及啓発
○展示個体の飼育管理

●

６ 施設整備による適正
利用の推進

国頭村（世界自然
遺産推進室）
NPOやんばる地域活
性ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰNPOど
うぶつたちの病院
沖縄

クイナ自然の森（ヤン
バルクイナ保護シェル
ターの管理運営業務

● ● ● ● ●

ヤンバルクイナの野生復帰を目指
し、環境省、NPOと連携した取り組
み及び自然再生事業を実施
＜クイナ自然の森管理運営協議会＞

〇保護シェルターの施設管理
○人工飼育のヤンバルクイナの繁殖
〇人工飼育のヤンバルクイナの野生復帰訓練
〇保護シェルターにおける環境教育の可能性検
討、周知看板設置

〇保護シェルターの施設管理
○人工飼育のヤンバルクイナの繁殖
〇人工飼育のヤンバルクイナの野生復帰訓練
〇保護シェルターにおける環境教育の可能性検
討、周知看板設置

●

６ 施設整備による適正
利用の推進

国頭村（企画商工
観光課）
国頭ツーリズム協
会

環境教育センターやん
ばる学びの森の管理運
営業務

● ● ● ● ● 安波地域

森林体験や、やんばるの自然を正し
く理解し、保全するため、利用者と
共有し、広めるための拠点施設の役
割を担う。

○ガイドウォーク
○環境学習等のプログラム提供
○カヌーツアー
○魅力向上に向けた各種検討
〇解説看板の多言語化

○ガイドウォーク
○環境学習等のプログラム提供
○カヌーツアー
○魅力向上に向けた各種検討
〇解説看板の多言語化

●

６）地域社会の参加・協
働による保全管理 2 1 0 2 38 5

１ 生物多様性おきなわ
戦略の運用

沖縄県（自然保護
課）

生物多様性地域戦略事
業

● ● ● ● ●
沖縄島北部3村全域を含
む沖縄県全域

県民や観光客等の生物多様性に対す
る意識の向上並びに、生物多様性の
保全及び持続可能な利用を図るため
の行動への参加を促す。〈生物多様
性おきなわ戦略推進会議〉

○生物多様性プラットホームを活用した生物多
様性や自然体験活動に関する情報の集約・発
信、学校と連携した生物生息調査（生きもの
いっせい調査）等を実施した

○引き続き、生物多様性プラットホームを活用
した生物多様性や自然体験活動に関する情報の
集約・発信、学校と連携した生物生息調査（生
きものいっせい調査）等を実施する。

●

２ 照葉樹の森再生事業
の実施

大宜味村 ●

２ 照葉樹の森再生事業
の実施

東 村 （ 農 林 水 産
課）

森林環境保全事業 ● ● ● ● ● 慶佐次地域

適切な森林施業が確実に行われる仕
組みを整えることにより林業生産活
動等が継続的に実施される仕組みを
作り上げることを目指しています。
（対象樹木　クヌギ）

保育（下刈り） 保育（下刈り） ●

２ 照葉樹の森再生事業
の実施

琉 球 大 学 与 那
フィールド

広葉樹林における調
査・研究

● ● ● ● ●
与那フィールド（演習
林・里山研究園）

天然生広葉樹林の多点継続調査等に
取り組み、林分構造や動態、遷移段
階等を評価する。

○二次林や非皆伐林の調査研究を継続 ○二次林や非皆伐林の調査研究を継続 ●

３ 大宜味村地域生物多
様性保全計画の実施

大宜味村（企画観
光課）

大宜味村地域生物多様
性保全計画

● ● ● ● ●

饒波地域、大兼久地
域、大宜味地域、根路
銘地域、上原地域、塩
屋地域、屋古地域、田
港地域

本計画を進めるため、（１）里山保
全、（２）自然情報収集、（３）交
流、（４）教育・学習を軸とした活
動を行う
＜大宜味村生物多様性センター＞

自然観察の実施 自然観察の実施 ●
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４ 沖縄島北部の河川に
おける調査及び自然再生
事業の推進

東 村 （ 建 設 環 境
課）

慶佐次川自然環境再生
事業

● ● ● ● ● 慶佐次地域

沖縄県自然環境再生指針において示
されている「地域との協働」を推進
し、ワンドの改良及びワンド等のモ
ニタリング、イベントの実施、利活
用計画の検討、ヒルギ林内生態系再
生（小水路の掘削）、外来植物対策
を行う。
〈慶佐次川自然環境再生協議会〉

○再生上の全課題への取組
○利活用計画の検討

○再生上の全課題への取組
○利活用計画の検討

●

４ 沖縄島北部の河川に
おける調査及び自然再生
事業の推進

大宜味村（建設環
境課）

ふるさと河川環境再
生・活用整備事業

● ● ● ● ●
喜如嘉地域
謝名城地域

魅力あるまちづくりとリンクさせた
地域活性化を図るため、河川敷の空
間の有効活用、治水安全度の向上や
河川全体の自然再生を視野に大川川
と周辺整備を行う。

護岸整備 護岸整備 ●

５　普及啓発活動の実施 環境省
地域の子供たちへの普
及啓発活動

● ● ● ● ●
沖縄島北部3村全域を含
む沖縄県全域

子供たちに地域の自然・文化に興味
をもってもらうため、小・中学校の
授業における環境学習を充実させ
る。

○学校と連携した普及啓発活動 ○学校と連携した普及啓発活動 ●

５　普及啓発活動の実施 環境省
地域住民への普及啓発
活動

● ● ● ● ●
沖縄島北部3村全域を含
む沖縄県全域

国立公園指定、世界自然遺産登録に
向けての制度内容、進捗等の周知を
図る。また、世界自然遺産の保全と
利活用の推進を図る。

○（政策進捗状況）3村広報・区長会等への掲
載・周知、大宜味村内住民向け説明会の実施
○その他会合等での講演の実施

○（政策進捗状況）3村広報・区長会等への掲
載・周知、大宜味村内住民向け説明会の実施
○その他会合等での講演の実施

●

５　普及啓発活動の実施 環境省
やんばる国立公園にお
ける地域と連携した公
園管理の推進

● ● ● ● ●
沖縄島北部3村全域を含
む沖縄県全域

地域の方が世界遺産候補地の自然・
文化の魅力を再発見し整理すること
で地域資源の保全に関する理解の醸
成を図る。

○地域住民による地域資源の位置情報等の整
理、集落への周知

○地域住民による地域資源の位置情報等の整
理、集落への周知

●

５　普及啓発活動の実施

環 境 省 、 沖 縄 県
（自然保護課）、
国頭村（世界自然
遺産推進室）、大
宜味村（企画観光
課）、東村（企画
観光課）

来訪者、地域住民への
普及啓発活動

● ● ● ● ● 沖縄島北部３村全域

やんばるの自然環境の保全と活用の
両立、地域振興を目指し、自然体験
活動等を実施
＜やんばる自然体験活動推進協議会
＞

○展示内容の拡充
○自然体験活動（講演会、観察会等）
○ガイドや施設の担当者、民泊向けの研修
○広報誌の発行
○普及啓発物の頒布
○ALLやんばる学びのまちプロジェクトを通し
た他機関との連携

○展示内容の拡充
○自然体験活動（講演会、観察会等）
○ガイドや施設の担当者、民泊向けの研修
○広報誌の発行
○普及啓発物の頒布
○ALLやんばる学びのまちプロジェクトを通し
た他機関との連携

●

５　普及啓発活動の実施
沖縄県（自然保護
課）

世界自然遺産普及啓発
委託業務

● ● ● ● ●
沖縄島北部3村全域を含
む沖縄県全域

沖縄島北部や西表島の遺産価値を県
内外にPRするための映像コンテンツ
や、その他の普及啓発媒体を作成・
提供し、地域住民を始めとする一般
市民への普及啓発を図り、世界自然
遺産登録に向けた機運を高める。

〇航空機、モノレール、路線バス、船舶、日本
郵便トラック等へのラッピング広告
〇大型パネルや剥製を用いた移動展示開催
〇環境教育及び遊覧飛行
○図画コンクールの開催

○パブリックビューイングの開催
○登録記念式典の開催
〇大型パネルや剥製を用いた移動展示開催
〇環境教育及び遊覧飛行
○図画コンクールの開催

●

５　普及啓発活動の実施
沖縄県（自然保護
課）

地域部会運営支援業務 ● ● ● ● ● 沖縄島北部3村

地域部会における検討状況や世界遺
産登録に向けた動きなどについて住
民に情報発信を行うとともに、アン
ケート調査を行い住民意識を把握す
る。

「やんばる世界遺産だより」を発行し、地域住
民への情報発信を行った。

「やんばる世界遺産だより」を発行し、地域住
民への情報発信を行う。

●

５　普及啓発活動の実施
国頭村（世界自然
遺産推進室、教育
課）

国立公園、世界自然遺
産推薦地における資源
の普及啓発

● ● ● ● ● 国頭村全域

国立公園、世界自然遺産候補として
有する自然・文化・歴史等の資源価
値や当該価値の保全に向けた取り組
み等の理解醸成、周知を図る

○展示物やルールブック等の製作
〇村広報誌やホームページを活用した普及啓発
○各種イベントにおける保全の取組紹介
○村内文化財の周知・広報の強化（くんじゃん
ナビ）

○展示物やルールブック等の製作
〇村広報誌やホームページを活用した普及啓発
○各種イベントにおける保全の取組紹介
○くんじゃんナビの配布

●

５　普及啓発活動の実施
国頭村（世界自然
遺産推進室、教育
課）

琉球大学と連携した世
界遺産に係る普及啓発

● ● ● ● ● 沖縄島北部３村全域

世界自然遺産候補地であるやんばる
地域の豊かさ、重要性に係る普及啓
発を行い、多様な関係者間の理解醸
成を図る。

〇世界自然遺産に値する地域資源の保護と利用
を通したSDGs達成の可能性に関する学習会の開
催を予定していたが、新型コロナウイルスの影
響により中止

〇世界自然遺産に値する地域資源の保護と利用
を通したSDGs達成の可能性に関する学習会の開
催

●

５　普及啓発活動の実施
大宜味村（企画観
光課）

村内への周知及び広報
等

● ● ● ● ● 大宜味村全域
世界自然遺産登録関連の取り組みに
ついて、地域住民へ普及啓発を行
う。

環境省の協力を得て、村広報誌や村ホームペー
ジにて世界自然遺産登録に向けた取り組み等を
掲載。

環境省の協力を得て、村広報誌や村ホームペー
ジにて世界自然遺産登録に向けた取り組み等を
掲載。

●

５　普及啓発活動の実施
東 村 （ 企 画 観 光
課）

村内外への周知及び広
報等

● ● ● ● ● 東村全域

・機運醸成用の村民参加型ポスター
作成及び掲示。
・世界自然遺産登録関連の取り組み
について、地域住民へ普及啓発を行
う。

○広報誌やホームページ、幟、横断幕の設置。
○村立博物館での普及啓発イベントの実施。
○関係機関との連携。
○村外での普及啓発活動

○広報誌やホームページ、幟、横断幕の設置。
○村立博物館での普及啓発イベントの実施。
○関係機関との連携。
○村外での普及啓発活動

●

５　普及啓発活動の実施
琉 球 大 学 与 那
フィールド

オープンフォレスト ● ● ●
与那フィールド（演習
林）

2年に1度、一般の方を対象に演習林
の森林を観察していただくイベント
を開催している。

○新型コロナウイルスの影響で通常開催は中止
したが、代わりに研究内容を紹介する動画を作
成した。

（隔年開催のため、実施しない見込み） ●

５　普及啓発活動の実施
琉 球 大 学 与 那
フィールド

琉球大学公開講座 ● ● ● ● ●
与那フィールド（演習
林）、国頭村森林公園
等

琉球大学の公開講座を与那フィール
ド等を使用して開催している。プロ
グラムの内容によっては、国頭村森
林組合など地域の団体の協力を得て
実施している。

（新型コロナウイルスの影響で、実施を見送っ
た）

○世界自然遺産候補地の現状、教材開発、観光
振興、保全をテーマにした講座を開講

●

５　普及啓発活動の実施
琉 球 大 学 与 那
フィールド

各種研修・実習・研究
等の受け入れおよび実
施

● ● ● ● ●
与那フィールド（演習
林・里山研究園）

森林や施設を、学内に限らず他大学
や他団体の研修・実習等にも広く
使ってもらい、沖縄島北部の自然に
関する普及啓発や意識の向上に寄与
する。

（新型コロナウイルスの影響で、実施を見送っ
た）

（新型コロナウイルスの影響で、実施を見送っ
ている）

●

６　教育体制の充実
環 境 省 、 国 頭 村
（教育課、世界自
然遺産推進室）

村内小中児童生徒への
理解醸成（文化財及び
自然環境）

● ● ● ● ● 国頭村内小中校
国立公園、世界自然遺産の推薦地の
自然環境や文化財を学校教育に生か
す取り組みを環境省と連携して実施

○教職員向け研修会の実施を予定していたが、
新型コロナウイルスの影響により中止
○中学生向け総合学習の実施（史跡を活用した
フィールドワーク）
〇世界自然遺産候補４島間の子供たち交流事業
と連携した地元活動の実施

○教職員向け研修会の実施
○児童向け総合学習の実施（史跡を活用した
フィールドワーク）
〇世界自然遺産候補４島間の子供たち交流事業
と連携した地元活動の実施

●
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６　教育体制の充実 林野庁 森林保全管理業務等 ● ● ● ● ● 沖縄島北部国有林
育樹作業の実施及びダム祭りへの参
加を通じて、参加者に対して自然環
境の保全等について普及を図る。

新型コロナウイルスの影響によりダム祭り等中
止となったことから未実施。

○首里城古事の森における育樹作業、ダム祭り
等において、パネル等を通じて自然環境の保全
等についての普及を図る。

●

６　教育体制の充実
沖縄県（自然保護
課）

奄美と琉球の世界自然
遺産次世代継承交流体
制構築事業

● ● ● 沖縄島北部及び西表島

遺産地域の子どもたちの相互交流・
環境学習を通じ、遺産価値への理解
醸成を促すことにより、自然遺産の
次世代への継承及び恒久的保全を図
る。

○web会議等による環境学習発表会の実施（対
象：国頭村及び徳之島）

コロナ禍により実施なしとする。 → ●

６　教育体制の充実
沖縄県（県立学校
教育課）

教育体制の充実 県全域
課独自の事業は無く、各学校の授業
で自然環境についての取り組みを
行っている。

辺土名高等学校環境科において、課題研究等で
自然環境について取り組んでいる。

辺土名高等学校環境科において、課題研究等で
自然環境について取り組んでいる。

●

６　教育体制の充実
国頭村（教育課、
世界自然遺産推進
室）

環境教育の充実 ● ● ● ● ●
国頭村内外の児童（保
護者）

やんばるの自然環境学習の場を環境
教育に生かす取り組みを実施（くん
じゃん山学校、くんじゃんPR隊）

〇児童（親子）向け環境学習の実施
〇世界自然遺産候補４島間の子供たち交流事業
と連携した地元活動の実施を予定していたが、
新型コロナウイルスの影響により中止

〇児童（親子）向け環境学習の実施
〇世界自然遺産候補４島間の子供たち交流事業
と連携した地元活動の実施

●

６　教育体制の充実
大宜味村（教育委
員会）

総合的な学習の時間 ● ● ● ● ● 大宜味村内全域

教育課程内の「総合的な学習の時
間」にて「地域とふれあう」をテー
マに地域の自然や産業について学
ぶ。

○猪垣散策
○蝶・野鳥観察

○猪垣散策
○蝶・野鳥観察

●

６　教育体制の充実
東 村 （ 教 育 委 員
会）

村内小中児童生徒への
理解醸成

● ● ● ● ● 東村内小中学校
国立公園、世界自然遺産の推薦地の
自然環境を学校教育に生かす取り組
みを環境省と連携して実施

○児童生徒向けワークブックの活用 ○児童生徒向けワークブックの活用 ●

６　教育体制の充実
琉 球 大 学 与 那
フィールド

辺土名高校環境科「宿
泊学習」

● ● ● ● ●
与那フィールド（演習
林）

平成27年度より、辺土名高校環境科
2年次が1泊2日で実施する「宿泊学
習」を与那フィールドで受け入れて
いる。

○森林調査体験
○やんばるの森や地域に関する講義
（新型コロナウイルスの影響で、日帰りに短縮
して実施）

○森林調査体験
○やんばるの森や地域に関する講義

●

７ 多様な主体の保全管
理への参画

沖縄県（自然保護
課）

推薦地管理への地域参
画推進事業

● ● ● 沖縄島北部３村
地域が持続的かつ主導的に実施可能
な希少種保護や外来種対策等の活動
への支援を行う。

○地域主導の保全管理活動（１団体）へ補助金
を交付し、活動を支援した。

地域主導の保全管理活動へ補助金を交付し、活
動を支援する。

●

７ 多様な主体の保全管
理への参画

国頭村（世界自然
遺産推進室、企画
商工観光課）
大宜味村
東村

民間団体のCSR活動との
連携

● ● ● ● 3村全域

民間団体と協働した保全管理活動の
実施
＜やんばる３村世界自然遺産推進協
議会＞

○登録応援ビール缶の制作・販売（Kirin）
〇登録応援記念ボトル飲料の販売（POKKA）
○外来種駆除、ビーチクリーンの実施を予定し
ていたが、新型コロナウイルスの影響により中
止

○登録応援ビール缶の制作・販売（Kirin）
〇登録応援記念ボトル飲料の販売（POKKA）
○外来種駆除、ビーチクリーンの実施

●

７ 多様な主体の保全管
理への参画

国頭村（総務課、
企画商工観光課）
大宜味村
東村

NTT DoCoMoとの連携協
定締結

● ● ● ● ● 3村全域
ICTを活用した環境保全、観光振
興、まちづくりを目的とした連携協
定の締結及び事業実施

○キャッシュレス化の導入 ○キャッシュレス化の導入 ●

７ 多様な主体の保全管
理への参画

国頭村（世界自然
遺産推進室、企画
商工観光課）

民間からの寄附金等に
よる事業実施

● ● ● ● 国頭村内全域
希少種保全に対する貢献のための寄
附金等を募集し、事業実施
＜クイナ自然の森管理運営協議会＞

○広く国民より寄附金等の募集
○クイナ自然の森管理運営協議会による事業実
施

○広く国民より寄附金等の募集
○クイナ自然の森管理運営協議会による事業実
施

●

８ 環境に配慮した公共
事業の実施

沖縄県（自然保護
課）

生物多様性おきなわブ
ランド発信事業【再
掲】

● ● ● ● ●
沖縄島北部3村全域を含
む沖縄県全域

沖縄県の生物多様性（自然環境）を
保全し、及び適切な利用を促進する
ことにより、持続可能な「生物多様
性おきなわブランド」の発信を図る
ため、生物の分布情報の更新ととも
に、地域における文化的・歴史的背
景を含めた生物多様性の評価を行
う。

○自然環境保全の指針策定に向け、R２年度は
宮古・久米島６地域、周辺離島７地域を調査を
実施した。
○生物多様性保全利用指針OKINAWA（宮古・久
米島編暫定版）を策定した。

○自然環境保全の指針策定に向け、R３年度は
沖縄島周辺諸島及び大東諸島９地域を調査予定
である。
○生物多様性保全利用指針OKINAWA（最終版）
を策定する。

●

８ 環境に配慮した公共
事業の実施

沖縄県（環境政策
課）

第２次沖縄県環境基本
計画推進事業

● ● ● ● ● 沖縄県全域

平成25年３月に策定した第２次沖縄
県環境基本計画について、県民等に
周知を行うとともに、本計画に掲げ
る施策の目標について、適切な進行
管理を行う。

○平成30年10月に改定した第２次沖縄県環境基
本計画における令和元年度実績について、PDCA
サイクルによる進捗管理を行い、環境基本計画
推進会議において実績報告を行った。報告後は
県民の意見が活用できるよう県民意見募集を
行った。

○平成30年10月に改定した第２次沖縄県環境基
本計画における令和２年度実績について、PDCA
サイクルによる進捗管理を行い、環境基本計画
推進会議において実績報告を行う。報告後は県
民の意見が活用できるよう県民意見募集を行
う。

●

８ 環境に配慮した公共
事業の実施

沖縄県（環境政策
課）

第３次沖縄県環境基本
計画推進事業

● ● 沖縄県全域

平成25年３月に策定した第２次沖縄
県環境基本計画が令和４年度で終了
となるため、県民・事業者・関係団
体等の意見を集約し、新たな計画の
策定を行う。

－
○第３次沖縄県環境基本計画の素案を作成す
る。

●

８ 環境に配慮した公共
事業の実施

国頭村（建設課） 多自然川づくり ● ● ● ● ● 辺土名地域

辺土名川の多自然川づくりを推進
し、川の安全性や親水性の他、水生
生物の往来ができる河川空間を創出
する

○上流の整備実施 ○上流の整備実施 ●

８ 環境に配慮した公共
事業の実施

大宜味村（企画・
建設・産業）

環境に配慮した公共工
事

● ● ● ● ● 大宜味村全域 環境に配慮した公共工事をおこなう 環境に配慮した公共工事を行う。 環境に配慮した公共工事を行う。 ●

８ 環境に配慮した公共
事業の実施

東 村 （ 教 育 委 員
会）

ノグチゲラ保護条例 ● ● ● ● ● 東村
ノグチゲラの生息地域において道路
等の工事がある場合、時期や時間帯
について業者と調整を行う。

○ノグチゲラの生息地域において道路等の工事
がある場合、時期や時間帯について業者と調整
を行う。

○ノグチゲラの生息地域において道路等の工事
がある場合、時期や時間帯について業者と調整
を行う。

●

９ 不法投棄防止パト
ロール・キャンペーン及
び撤去事業の実施

林野庁 森林保全管理業務等 ● ● ● ● ● 沖縄島北部国有林
定期的な巡視及び投棄防止の周知
（看板）を行い、国有林内の不法投
棄の防止を図る。

○引き続き、定期的な巡視及び投棄防止の周知
（看板）を実施した。

○引き続き、定期的な巡視及び投棄防止の周知
（看板）を実施する。

●
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９ 不法投棄防止パト
ロール・キャンペーン及
び撤去事業の実施

沖縄県（環境整備
課）

廃棄物不法投棄対策事
業、産業廃棄物対策費

● ● ● ● ●
沖縄島北部３村全域を
含む沖縄県全域

保健所に警察官ＯＢを廃棄物監視指
導員として配置し、不法投棄防止パ
トロールを実施するとともに、市町
村が不法投棄防止対策事業として設
置する看板、ビデオカメラ等へ補助
を行う。
＜廃棄物不法処理防止連絡協議会、
各保健所管内廃棄物不法処理防止
ネットワーク会議＞

○廃棄物監視指導員による不適正処理防止パト
ロールの実施
○不法投棄等の行為者が確認された場合の撤去
指導等の実施
○市町村が不法投棄防止対策事業として設置す
る看板、ビデオカメラ等への補助の募集
○不法処理防止に係る関係者会議の開催

引き続き、以下のことに取り組む。
○廃棄物監視指導員による不適正処理防止パト
ロールの実施
○不法投棄等の行為者が確認された場合の撤去
指導等の実施
○市町村が不法投棄防止対策事業として設置す
る看板、ビデオカメラ等への補助の募集
○不法処理防止に係る関係者会議の開催

●

９ 不法投棄防止パト
ロール・キャンペーン及
び撤去事業の実施

国頭村（福祉課、
経済課）

河川海岸清掃及び不法
投棄防止の取り組み
林道等不法投棄の回収

● ● ● ● ● 国頭村全域
世界自然遺産緩衝地帯にある不法投
棄のゴミ、産業廃棄物、漂流ゴミの
防止のための検討

○国頭村職員による河川海岸クリーン作業の実
施を予定していたが、新型コロナウイルスの影
響により中止
○国頭村管理の林道維持パトロール
〇村有林内の不法投棄の回収事業の実施
〇村民による海浜（漂流ゴミ）清掃の活性化

○国頭村職員による河川海岸クリーン作業の実
施
○国頭村管理の林道維持パトロール
〇村有林内の不法投棄の回収事業の実施
〇村民による海浜（漂流ゴミ）清掃の活性化

●

９ 不法投棄防止パト
ロール・キャンペーン及
び撤去事業の実施

辺戸環境まもり隊
不法投棄防止の取り組
み

● ● ● ●

世界自然遺産周辺地域にある不法投
棄のゴミ、産業廃棄物、漂流ゴミ及
び不法工作物の防止のための対策を
行う。

○地域団体の清掃・美化活動
○海浜状況のモニタリング

○地域団体の清掃・美化活動
○海浜状況のモニタリング

●

９ 不法投棄防止パト
ロール・キャンペーン及
び撤去事業の実施

大宜味村 ●

９ 不法投棄防止パト
ロール・キャンペーン及
び撤去事業の実施

東 村 （ 建 設 環 境
課）

不法投棄防止への取り
組み

● ● ● ● ● 東村全域 パトロールの実施 パトロールを実施する。 パトロールを実施する。 ●

７）適切なモニタリング
と情報の活用 0 0 0 0 7 1

１　情報発信と活用 環境省

奄美大島、徳之島、沖
縄島北部及び西表島世
界自然遺産推薦地HPに
よる情報集約と情報発
信

● ● ● ● ●
沖縄島北部3村全域を含
む沖縄県全域

遺産推薦地に係る情報を公式ウェブ
サイトに一元的に集約した上で、そ
の情報をより広く発信する

○随時新しい情報を掲載した。
○英語版での発信を行った。

○随時新しい情報へと更新する。
○英語版での発信を推進する。

●

１　情報発信と活用 林野庁
ホームページを用いた
業務成果の発信

● ● ● ● ● 沖縄島北部国有林
森林保全管理業務等の成果を発信
し、森林保全管理等を図る取り組み
について周知。

○実施された森林環境教育、ロードキル防止等
について、ホームページ等を用いて業務成果を
発信する。

○実施された森林環境教育、ロードキル防止等
について、ホームページ等を用いて業務成果を
発信する。

●

２ モニタリング計画の
作成及びモニタリングの
実施

環境省
モニタリング計画の検
討・作成

● ● ● ● ● 沖縄島北部3村全域

包括的管理計画における順応的管理
の実施にむけたモニタリング計画の
検討・作成
＜奄美ワーキンググループ及び沖縄
ワーキンググループ＞

○モニタリング計画に基づき、データの収集及
び評価を行った。

○モニタリング計画に基づくデータの収集及び
評価を行う。

●

２ モニタリング計画の
作成及びモニタリングの
実施

環境省（生物多様
性センター）
琉 球 大 学 与 那
フィールド

モニタリングサイト
1000森林・草原調査

● ● ● ● ●
与那フィールド（演習
林）

全国の約1,000箇所で基礎的な環境
情報の収集を継続し、日本の自然環
境の質的・量的な劣化を早期に把握
できるモニタリング体制を構築す
る。

○南西諸島における「森林・草原調査」唯一の
コアサイトとして、長期モニタリングのための
1ha毎木調査や落葉落枝・落下種子調査等を実
施。

○南西諸島における「森林・草原調査」唯一の
コアサイトとして、長期モニタリングのための
1ha毎木調査や落葉落枝・落下種子調査等を実
施する。

●

２ モニタリング計画の
作成及びモニタリングの
実施

沖縄県（自然保護
課）

モニタリング調査 ● ● ● 沖縄島北部３村
モニタリング計画に基づくノイヌ、
ノネコ、マングースの生息状況等の
モニタリング

○モニタリング計画に基づくデータの収集を
行った。

○モニタリング計画に基づくデータの収集を行
う。

●

２ モニタリング計画の
作成及びモニタリングの
実施

国頭村（世界自然
遺産推進室・企画
商工観光課）、大
宜味村（企画観光
課）、東村（企画
観光課）

やんばる３村内の自然
体験フィールドにおけ
る利用影響評価

● ● ● ● ●
各村が決めた自然体験
フィールド

エコツーリズム推進のため各フィー
ルドにおいて各村関係者が策定した
ルールや制度等の運用及び利用等に
よる自然環境への影響評価

〇国頭村内（与那覇岳、伊部岳）における利用
状況把握のためのカメラ設置及び結果検証
〇伊部岳における洗堀状況のモニタリング手法
検討

〇国頭村内（与那覇岳9合目、伊部岳オキナワ
ウラジロガシ前）における利用状況把握のため
のカメラ設置及び結果検証
〇伊部岳における洗堀状況のモニタリング手法
検討

●

３ 沖縄島北部行動計画
の進捗確認及び事業評価
を実施

沖縄県（自然保護
課）

沖縄島北部行動計画の
検証及び見直し

● ● ● ● ● 沖縄島北部３村
沖縄島北部行動計画の進捗管理や、
記載事項等の検証及び見直しを行
う。

○行動計画の進捗状況を把握し、検証を行うと
ともに、取組内容の見直しを行った。
○管理成果の検証を行うため、評価指標の具体
化に関する検討を行った（次年度に再提示）。

○行動計画の進捗状況を把握し、検証を行うと
ともに、必要に応じ、取組内容の見直しを行
う。
○管理成果の検証を行うため、評価指標の具体
化に関する検討を行う。

●
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